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経営継続補助金 地域を支える農林漁業者の経営の継続を図ります！
 感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための
機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、
地域を支える農林漁業者の経営の継続を図ります。

詳細はP１

支援策はココに注目！

農林漁業者等の資金繰り対策の強化 経営維持・再建のための資金繰り対策を強化します！

 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた農林漁業者等の資金繰りに
支障が生じないよう、農林漁業セーフティネット資金等の実質無利子・
無担保化での融資枠を拡大します。

詳細はP10

高収益作物次期作支援交付金 次期作に前向きに取り組む生産者を支援します！

 新型コロナウイルスの影響による需要減少により市場価格が低落するなど
の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶等の高収益作物について、次期作に
前向きに取り組む生産者を支援し、国内外の新たな需要促進につなげます。

詳細はP14

優良肉用子牛生産推進緊急対策事業 経営改善に取り組む肉用子牛生産者を支援します！

 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、肉用子牛の価格が急落して
おり、生産者の意欲低下により肉用子牛生産基盤の弱体化が懸念される
ため、経営改善に取り組む肉用子牛生産者を支援します。

詳細はP７

酒造好適米の保管・供給支援 酒造好適米の保管経費等を支援します！

 国内外における日本酒需要の減退の状況を踏まえ、酒造好適米の保管経費
を支援するとともに、輸出用日本酒向け酒造好適米を新市場開拓用米の
対象に追加します。

詳細はP19

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff_1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-4-3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-6-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-8.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-11.pdf


支援策はココに注目！

輸出原木保管等緊急支援事業 滞留している原木の保管費用等を支援します！

 国内外での木材需要の減少やこれに伴う製材・合板工場の減産、入荷制限
等といった事態により滞留している原木の保管費用等を支援します。

詳細はP20

フードバンクへの未利用食品の提供 売り先がなくなった食品等の有効活用を支援します！
 新型コロナウイルス感染症対策に伴う休業等により発生する未利用食品の
有効活用を図るため、フードバンクに寄附する際の輸配送やフードバンク
の受入能力向上に必要となる経費、再生利用（飼料化・肥料化等）する際
の輸配送費や処理費を支援します。

詳細はP22

林業の雇用維持のための保育間伐 原木生産を伴わない森林施策等を支援します！

 林業の雇用を維持し、防災の観点からも森林を適切に管理するため、植林、
地拵え、下刈り、保育間伐等の定額支援を追加します。

詳細はP20

休漁中の漁業者対策 漁業者による資源や漁場の保全活動を支援します！

 休漁を余儀なくされている漁業者が行う漁場の耕うん・清掃、藻場におけ
るウニ駆除、資源調査等に対する支援を追加します。

詳細はP23

特定水産物供給標準化事業 水産物の買取、保管等の費用を支援します！

 保管期間の長期化を踏まえ、保管料、運搬料等の経費に対する補助率を
引き上げます。

詳細はP20

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-14.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-15.pdf


支援策はココに注目！

Go To Eatキャンペーン 飲食業の需要喚起を図る官民一体型のキャンペーン！

 オンライン予約サイトで飲食店を予約・来店した利用者へポイント等を
付与

 登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を発行

詳細はP４

地方創生臨時交付金 脱コロナに向けた協生支援金！

 地方公共団体が行う地域の実情に応じたきめ細やかな事業に交付金を交付

 新型コロナウイルス感染症に対する対応、新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受けた地域経済、住民生活の支援（事業継続、雇用維持等）、「新
しい生活様式」等への対応等に充当

詳細はP29

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_maff-3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/support_govemment_5.pdf


農林水産省による支援策（１／３）

（１）経営の継続を図りたい【経営継続補助金】
・地域を担う農林漁業者の経営の継続を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

（２）国産農林水産物の販売を促進したい
・品目別の販売促進への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（３）飲食業の需要を喚起したい【Go To Eatキャンペーン】
・飲食店の需要喚起 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（４）需要減退の大きい畜産・酪農の事業を継続したい
・肉用牛の計画的出荷に伴う追加費用への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
・肥育牛生産のコスト低減等に対する取組を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
・脱脂粉乳の業務用から飼料用等への仕向先の変更を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
・新型コロナウイルス感染症が発生した畜産農場等への代替要員の派遣等を支援 ・・・・・・・ ６
・牛マルキンの生産者負担金の納付猶予 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
・経営改善に取り組む肉用子牛生産者を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

（５）生産現場で労働力を確保したい
・外国人材の不足を補う代替人材による援農の掛かり増し費用を支援 ・・・・・・・・・・・・ ８
・外国人材の不足を補う代替人材の募集を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
・農業高校・農業大学校等の研修機関への研修用農業機械・設備の導入を支援 ・・・・・・・・ ８
・農業法人等が行う新規就業者への実践研修等を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
・研修機関が行うシニア世代の就農希望者への研修等を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
・農業高校等と連携したスマート農業技術の実証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
・漁業・水産加工業者における労働力の確保を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９



農林水産省による支援策（２／３）

（６）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（１次補正の積増し）
・（農林水産業）経営再建に必要な資金の実質無利子化・無担保化等を措置 ・・・・・・・・・ 10
・（食品関連事業）債務保証に必要な資金を措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

（７）価格下落に対して経営の安定を図りたい
・野菜の価格下落に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
・魚価の下落により収入減少した漁業者の経営支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

（８）高収益作物の次期作に安心して取り組みたい（施設園芸の交付単価の引上げなど）
・次期作に前向きに取り組む高収益作物生産者への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

（９）農林水産物・食品の輸出を維持・促進したい
・輸出商流の変化に対応した製造設備等の整備・導入等を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・輸出等の新規需要獲得のための加工食品・外食メニューの開発、原料切替に伴う経費等を支援・ 15
・コメ・コメ加工品の生産ライン整備等を支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・新規・有望市場の維持・開拓に必要な商談・プロモーションの支援 ・・・・・・・・・・・・ 17

（10）加工用・業務用の野菜等を安定供給したい（利用したい）
・輸入農畜産物から国産に切り替え、継続的・安定的な供給を図るための体制整備 ・・・・・・ 18

（11）酒造好適米を安定供給したい
・酒造好適米の保管経費に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
・輸出用日本酒向け酒造好適米への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19



農林水産省による支援策（３／３）

（12）原木・水産物の在庫を一時保管したい
・一時保管に要する費用の支援（輸出向け以外の原木も支援対象、水産物に対する補助率引上げ） 20
・林業の雇用維持のための保育間伐等に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

（13）売り先がなくなった農林水産物・食品を役立てたい
・売り先がなくなった農林水産物・食品の有効活用を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

（14）資源や漁場のための活動を行いたい
・休漁を余儀なくされている漁業者が行う漁場保全活動や資源調査を支援 ・・・・・・・・・・ 22



他省庁による支援策

（１）事業を継続していきたい
・事業継続を支え、再起のための支援【持続化給付金】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
・地代・家賃の負担を軽減し、事業継続を下支えするための支援【家賃支援給付金】 ・・・・・ 23
・部品調達が困難であり、自社で部品を内製化するための支援 ・・・・・・・・・・・・・・・ 23
・新たな販路を開拓するための支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

（２）従業員の雇用を維持したい
・従業員の雇用維持に対する支援【雇用調整助成金】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
・小学校等の臨時休業等に係る保護者に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

（３）人材を確保したい
・外国人技能実習生の雇用支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

（４）経営環境を整備したい
・テレワークの導入支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
・従業員の特別休暇の取得促進に向けた環境整備支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

（５）地域経済への支援（地方創生臨時交付金）
・地方公共団体によるきめ細やかな支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28



事業者毎の支援策の一覧

都道府県による支援策の一覧

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策 ・・・・・・・・・・・・・・ 90

（１）農林漁業者

・野菜・花き・果樹・茶生産者 ・・・・ 29

・肉用牛生産者 ・・・・・・・・・・・ 35

・酪農生産者 ・・・・・・・・・・・・ 41

・その他畜産生産者等 ・・・・・・・・ 45

・米生産者 ・・・・・・・・・・・・・ 49

・麦・豆類生産者 ・・・・・・・・・・ 53

・林業・木材産業者 ・・・・・・・・・ 57

・漁業者・漁業者団体等・水産加工業者 61

（２）食品関連事業者

・外食事業者 ・・・・・・・・・・・ 65

・食品製造事業者 ・・・・・・・・・ 71

・中間事業者 ・・・・・・・・・・・ 76

・流通事業者 ・・・・・・・・・・・ 79

・輸出事業者 ・・・・・・・・・・・ 83

（３）その他

・研修機関 ・・・・・・・・・・・・ 88

・フードバンク・・・・・・・・・・・ 89



支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続
に向けた取
組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機関」による計
画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、①～
③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確
立・転換

③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した「接

接触機会を減らす生産・販売への転換」又は「感染時の業務
継続体制の構築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別ガイドライン
等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法
人）※常時従業員数が20人
以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は
100万円（共同申請の場合は、
1,000万円））
（２）定額（（１）の補助
額が上限。ただし50万円ま
で（共同申請の場合は、500
万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

（林業に関する問合せ先）
林野庁経営課
TEL：03-6744-2286

（漁業に関する問合せ先）
水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2345

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や
事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域
を支える農林漁業者の経営の継続を図ります。

（１）経営の継続を図りたい【経営継続補助金】

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

1

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


対象品目 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

和牛肉 【和牛肉保管在庫支援緊急対策事業（ALIC事業）】
販売促進計画を作成した食肉卸売業者に対して、

保管経費の支援及び同計画に基づく販売実績に応じ
た奨励金の交付

支援対象：食肉卸売事業者
補助率：定額
事業実施主体：食肉事業者団
体

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

畜産物
（和牛肉
含む）

【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
インバウンドの減少や輸出の停滞等により、在庫

の滞留等が生じている品目について、
①学校給食や子ども食堂への提供を含む食育活動に
おける食材費や輸送費
②インターネット販売を行う際の送料
③飲食店が新商品開発を行いデリバリーや店頭販売
等に取り組む際の食材費、容器包装費
④直売所等を活用して地域の創意工夫による販促活
動を行う際の食材費や輸送費
等について支援。

支援対象：生産者、民間団体
等
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：民間団体等

（事業全般）大臣官房政策課
TEL：03-6744-2089

（畜産物）
生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989
（水産物）
水産庁栽培養殖課
TEL：03-3501-3848
（野菜・果物）
生産局園芸作物課
TEL：03-3502-5958
（茶）
生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117

水産物

野菜・果
物

茶

インバウンド需要・外食需要の減少や輸出の停滞等により、在庫が増加して滞留する等の影響が生じて
いる農林水産物等の販売や利用の促進への取組を支援します。

品目別の販売促進への支援

（２）国産農林水産物の販売を促進したい（１／２）
農林水産省による支援策

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱

もっと知りたい もっと知りたい（詳細）

紹 介 動 画

2

https://www.youtube.com/watch?v=V1jDQ1Pfq3Q
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-14.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178143.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828


対象品目 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

菓子類 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
インバウンドの減少等により、在庫の滞留等

が生じている菓子類について、販売促進キャン
ペーン等の取組を支援

支援対象：生産者、民間団体等
補助率：定額、対象経費の1/2
以内
事業実施主体：民間団体等

（事業全般）大臣官房政策課
TEL：03-6744-2089

（菓子類）
政策統括官地域作物課
TEL：03-3502-5963
（林産物）
林野庁木材利用課
TEL：03-6744-2120
（花き）
生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

林産物 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
公共施設等の木造化・木質化等を支援

花き 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
インターネット販売を行う際の送料等を支援

【公共施設等における花きの活用拡大支援事業】

空港、駅、学校、企業等における花きの活用
拡大を通じた需要喚起の取組を支援

支援対象：民間団体
補助率：定額、対象経費の1/2
事業実施主体：民間団体

生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

品目別の販売促進への支援

（２）国産農林水産物の販売を促進したい（２／２）
農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい 紹 介 動 画

紹 介 動 画

もっと知りたい（詳細）

実施要綱・要領

3

https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=VLoCvjnTuRM
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

飲食店の需
要喚起

【Go To Eatキャンペーン】
期間限定の官民一体型需要喚起キャンペーン「Go To 

キャンペーン」の一環として、オンライン予約・来店
した利用者へのポイント付与、プレミアム付食事券の
発行を実施

支援対象：民間事業者（オ
ンライン予約サイト運営
者・食事券発行事業者）
補助率：委託等
事業実施主体：民間事業者

食料産業局食品製造課外食
産業室
TEL：03-6744-0402
E-mail：
gaishoku@maff.go.jp

インバウンド需要の減少、外出自粛等の影響が生じている事業等に対し、新型コロナウイルス感染症の
収束後６ヶ月程度の間、政府一体の取組の一環として、飲食店の需要喚起に取り組みます。

（３）飲食業の需要を喚起したい

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

実施要綱・要領

4

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://www.youtube.com/watch?v=8NYTRn-FkrI
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/hoseigoto-2.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

肉用牛の計
画的出荷に
伴う追加費
用への支援

【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業のうち計画出
荷支援（ALIC事業）】

生産者集団が出荷時期を調整し、計画的に出荷を
行う場合、計画出荷に伴う追加経費を支援

支援対象：生産者集団
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

【肉用子牛流通円滑化緊急対策事業（ALIC事業）】
計画に基づいて肉用子牛の出荷時期の調整を行う

場合、計画出荷に伴う追加経費を支援

支援対象：畜産農家
補助率：定額
事業実施主体：生産者団体等

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

肥育牛生産
のコスト低
減等に対す
る取組を支
援

【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業のうち肥育生
産支援（ALIC事業）】

経営体質の強化に資する取組メニューに取り組ん
だ場合、出荷頭数に応じて奨励金を交付

支援対象：畜産農家
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

脱脂粉乳の
業務用から
飼料用等へ
の仕向先の
変更を支援

【生乳需給改善促進事業（ALIC事業）】
乳業団体や生産者団体等が、脱脂粉乳を飼料用等

の需要がある分野で活用する取組を支援

支援対象：乳業者
補助率：定額
事業実施主体：乳業者団体

支援対象：生産者団体
補助率：定額
事業実施主体：生産者団体

生産局牛乳乳製品課
TEL：03-3502-5988

03-6744-2128

肉用牛の計画的出荷に伴う追加費用や肉用牛肥育生産におけるコスト低減等の取組、在庫が著しく増加
している脱脂粉乳の仕向先の変更を支援するほか、新型コロナウイルス感染症が発生した畜産農場等の事
業継続のための代替要員の派遣等を支援します。

（４）需要減退の影響が大きい畜産・酪農の事業を継続したい（１／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱

実施要綱

実施要綱

実施要綱

紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画

5

https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-20.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-18.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178021.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177025.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178020.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177105.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O02XHNNjcFo
https://www.youtube.com/watch?v=LZp78Bw-esw
https://www.youtube.com/watch?v=ICbn2pwAn1s
https://www.youtube.com/watch?v=9FH4bSS8Q2Y


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

新型コロナ
ウイルス感
染症が発生
した畜産農
場等への代
替要員の派
遣等を支援

【新型コロナウイルス感染症の発生畜産農場等にお
ける経営継続対策事業（ALIC事業）】
①発生農場の事業継続のための代替要員(酪農ヘル
パーを含む)等の派遣を支援

②発生農場の事業継続を図るため、その家畜を公共
牧場等に緊急避難させるための経費を支援

③発生農場の清浄化や感染拡大防止のための消毒等
に係る経費を支援

④乳業工場の処理能力の低下等により出荷できなく
なった生乳に対して支援

支援対象：生産者集団等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

乳用牛：①～④の事業
生産局牛乳乳製品課
TEL：03-3502-5988

肉用牛：①～③の事業
生産局畜産企画課
TEL：03-3502-0874

豚、家きん：①、③の事業
生産局畜産振興課
TEL：03-3591-3656

飼料生産組織：①、③の事業
生産局飼料課
TEL：03-3502-5993

牛マルキン
の生産者負
担金の納付
猶予

【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業】
肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の生産

者負担金の納付猶予（実質免除）（国費分（3/4）
の交付）

－ 生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

（４）需要減退の影響が大きい畜産・酪農の事業を継続したい（２／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

（別添）肉 用 牛

（別添）乳 用 牛

（別添）家 き ん

（別添）養 豚

実 施 要 綱

（別添）飼料生産組織

紹 介 動 画

紹 介 動 画

交付要綱

6

https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177107.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177106.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177202.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177108.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177104.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177110.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94
https://www.youtube.com/watch?v=_pVP3B0fPTI
https://www.alic.go.jp/content/001178254.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営改善に
取り組む肉
用子牛生産
者を支援

【優良肉用子牛生産推進緊急対策事業（ALIC事
業）】
肉用子牛（品種区分毎）の全国平均価格（月別）

が、発動基準(右記)を下回った場合に、経営改善の
ための取組メニュー（①～④のうち２つ以上）に取
り組んだ生産者に対し、販売頭数に応じて奨励金を
交付

取組メニュー
①畜舎の環境改善（防虫・暑熱・寒冷対策等）
②経営分析（経営管理研修会への参加等）
③子牛の疾病予防（下痢防止剤の投与等）
④繁殖雌牛・子牛の栄養状態の改善（ビタミン等飼
料添加物の利用等）

定額
60万円（黒毛和種）
30万円（交雑種）
18万円（乳用種）
を下回った場合
→ １万円/頭

57万円（黒毛和種）
29万円（交雑種）
17万円（乳用種）
を下回った場合
→ ３万円/頭

ALIC → 民間団体 → 生産者

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

（４）需要減退の影響が大きい畜産・酪農の事業を継続したい（３／３）

農林水産省による支援策

7



支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する際の掛か

り増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地域のＪＡ

等が取り組む、情報発信等に必要な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

農業高校・農業大
学校等の研修機関
への研修用農業機
械・設備の導入を
支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
他産業従事者等による援農・就農に必要な研

修を行う機関に対し、研修用の農業機械・設備
の導入を支援

支援対象：研修機関
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：都道府県等の研
修機関

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2160

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員として

雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

入国規制による外国人材の不足等への対応に向け、労働力の確保や農業生産を支える人材の育成に向け
た取組を支援します。

（５）生産現場で労働力を確保したい（１／２）
農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領

実施要綱・要領

8

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

研修機関が行
うシニア世代
の就農希望者
への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事
業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に対する新規就
農に向けた技術習得のための研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会
議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

農業高校等と
連携したス
マート農業技
術の実証

【労働力不足の解消に向けたスマート農業実証】
農業者、地方公共団体及び農業高校等のコンソー

シアムが、労働力不足の解消に資するスマート農業
技術を生産現場に導入・実証

支援対象：民間団体等
補助率：委託
事業実施主体：農研機構

農林水産技術会議事務局研
究推進課
TEL：03-3502-7437
E-mail：
smart_agri@maff.go.jp

※5月2日（土）～6日（水）
は、090-4545-0760または
090-4368-8783にお問い合わ
せください。

漁業・水産加
工業者におけ
る労働力の確
保を支援

【水産業労働力確保緊急支援事業】
①人手不足となった漁業・水産加工業の経営体が作
業経験者等を雇用する際の掛り増し賃金、保険料、
宿泊費を支援
②遠洋漁船における外国人船員の継続雇用等に要す
る掛り増し経費や、外国人船員を現地において配乗
する際の経費を支援

支援対象：漁業者、水産加工
業者
補助率：漁業・水産加工業の
経営体が雇用する際の掛かり
増し賃金（上限500円/時）、
保険料、宿泊費は定額、外国
人船員を継続雇用する又は外
国人船員を現地において配乗
する際の掛かり増し経費は1/2
事業実施主体：①全国水産加
工業協同組合連合会、②（一
社）大日本水産会

（漁業者向け）
水産庁企画課
TEL：03-6744-2340
（水産加工業者向け）
水産庁加工流通課
TEL：03-6744-2349
（外国人船員向け）
水産庁国際課
TEL：03-6744-2364

（５）生産現場で労働力を確保したい（２／２）

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei_kaizen9.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/134847.html
https://www.youtube.com/watch?v=FPwifF3r_9s
https://www.youtube.com/watch?v=-mzjDZb34vE
https://www.zensui.jp/news20200501.html


農林漁業者の資金繰りに支障が生じないよう、金融機関に対する適時・適切な貸出、担保徴求の弾力化
等の対応の要請、農林漁業セーフティネット資金等の経営維持・再建に必要な資金の実質無利子化・無担
保化の措置、また食品関連事業者の債務保証に必要な資金の支援を実施します。
農林水産業

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営再建に
必要な資金
の実質無利
子化・無担
保化等を措
置

資金繰りや施設整備のた
めの資金について、貸付当
初５年間実質無利子化

※林業者向けのうち、農林
漁業セーフティネット資金、
農林漁業施設資金は、貸付
当初10年間実質無利子

農：農業経営基盤強化資金
利子助成金等交付事業

林：林業施設整備等利子助
成事業

水：漁業経営基盤強化金融
支援事業

（農業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
スーパーⅬ資金、経営体育成強化
資金、農林漁業施設資金

（林業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
農林漁業施設資金

（漁業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
漁業経営改善支援資金
農林漁業施設資金

公 庫 （農業者向け）
経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726
（１）第１次補正

（２）第２次補正

（林業者向け）
林野庁企画課
TEL：03-3502-8037
（１）第１次補正

（２）第２次補正

（漁業者向け）
水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2347
（１）第１次補正

（２）第２次補正

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金

（林業者向け） 林業者向け民間借換資金
（漁業者等向け）漁業近代化資金、

漁業経営維持安定資金

農協・
漁協等
民間金
融機関

民間資金の借入れについ
て、農業信用基金協会等に
よる債務保証の当初５年間
の保証料免除

農：農業信用保証保険基盤
強化事業

林：林業信用保証事業
水：漁業者保証円滑化対策

事業

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金、
農業者向け民間借換資金

（林業者等向け）林業者等向け民間資金（借換資金
含む）

（漁業者等向け）漁業近代化資金、
漁業経営維持安定資金、
漁業者向け民間資金（借換資金含
む）

農協・
漁協等
民間金
融機関

（６）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（１／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい 紹 介 動 画

紹 介 動 画もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei2_pr3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei2_pr4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei2_pr5.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営再建
に必要な
資金の実
質無利子
化・無担
保化等を
措置

資金繰りのための資金について、
実質無担保等による貸付及び債務
保証を措置

農：日本公庫資金円滑化貸付事業
農業信用保証保険基盤強化事業

林：林業関係資金融資円滑化事業
林業信用保証事業

水：漁業経営改善支援資金融資推進事

業

漁業者保証円滑化対策事業

（農業者等向け）農林漁業セーフティネット資
金、スーパーⅬ資金、
経営体育成強化資金

（林業者向け）農林漁業セーフティネット資金
（漁業者向け）農林漁業セーフティネット資金

公 庫 （農業者向け）
経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726
(１)第１次補正

(２)第２次補正

（林業者向け）
林野庁企画課
TEL：03-3502-8037
(１)第１次補正

(２)第２次補正

（漁業者向け）
水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2347
(１)第１次補正

(２)第２次補正

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金、
農業者向け民間借換資金に対
する債務保証

（林業者等向け）林業者等向け民間資金（借換
資金含む）に対する債務保証

（漁業者等向け）漁業近代化資金、
漁業経営維持安定資金、
漁業者向け民間資金（借換資
金含む）に対する債務保証

農協・
漁協等
民間金
融機関

関係金融機関へ新規融資に係る円滑な融通・既往融資に係る償還猶予を要請

（６）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（２／３）

農林水産業

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei2_pr3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-8.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei2_pr5.pdf


支援内容 対応事業等 支援対象等 担当及び問合せ先等

債務保証に
必要な資金
を措置

【中堅外食事業者資金融通円滑化事業】
債務保証による信用力強化、既往の債務保証先の返済

不能の際の代位弁済により中堅・大手外食事業者を支援

支援対象：中堅・大手外
食事業者
支援内容：債務保証・代
位弁済
事業実施主体：(一社)日
本フードサービス協会

食料産業局食品製造課外食
産業室
TEL：03-6744-7177
E-mail：
gaishoku@maff.go.jp

【中小食品流通事業者の信用力強化事業】
債務保証による信用力強化、既往の債務保証先の返済

不能の際の代位弁済により中小食品流通事業者等を支援

支援対象：中小食品流通
事業者等
支援内容：債務保証・代
位弁済
事業実施主体：(公財)食
品等流通合理化促進機構

食料産業局食品流通課
TEL：03-3502-8267

食品関連事業

（６）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（３／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい
（外部リンク）

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/R2hosei_shien2.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/attach/pdf/shiensochi-6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJV_cDH5qCw
https://www.youtube.com/watch?v=qJV_cDH5qCw
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/kouzou_kaizen-23.pdf
http://www.ofsi.or.jp/saimu/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/R2hosei_shien2-2.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

野菜の価格
下落に対す
る支援

【野菜価格安定対策事業】
①野菜価格の下落により収入が減少した農業者の経
営を支えるため、野菜価格安定対策事業の資金を
追加

②登録出荷団体等（ＪＡ等）の負担金の納付を猶予

支援対象：生産者等
事業実施主体：（独）農畜産業振興機
構（ＡＬＩＣ）

生産局園芸作物課
TEL：03-3502-5961

魚価の下落
により収入
減少した漁
業者の経営
支援

【漁業収入安定対策事業】
①収入が減少した漁業者の経営を支えるため、積立
ぷらすの基金を積み増し

②併せて、積立ぷらすについて、漁業者の自己積立
金の仮払い、契約時の自己積立金の積立猶予を措
置

支援対象：漁業者
積立金負担割合：漁業者と国の積立金
の負担割合は１：３
事業実施主体：漁業共済組合連合会

水産庁漁業保険管理官
TEL：03-6744-2356

野菜価格が著しく低落した場合に補給金を交付する野菜価格安定対策事業の安定的な運用に必要な資金
を追加するとともに、生産者負担金の納付猶予を行います。また、魚価の下落等により収入が減少した漁
業者の経営を支えるための基金の積み増し、自己積立金の仮払い・積立猶予を行います。

（７）価格下落に対して経営の安定を図りたい

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-3.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/index-17.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html#%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%8D%E3%83%BB%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E3%83%BB%E8%8C%B6%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%80%85
https://www.youtube.com/watch?v=4Msc1CSIwEo
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/syotoku_hosyo/attach/pdf/index-21.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

次期作に前向
きに取り組む
高収益作物生
産者への支援

【高収益作物次期作支援交付金】※１
①次期作に前向きに取り組む、高収益作物の生産者
に対し種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援

②需要促進に取り組む高収益作物の生産者に対し、
新たな品種の導入や新たな販売契約に向けた取組を
支援

③花きや茶等の高品質なものを厳選して出荷する取
組を支援

※１ 政府の用意するセーフティネットへの加入を
検討する生産者を支援

支援対象：生産者
補助率：
①５万円/10a※２
施設花き等：80万円/10a
施設果樹：25万円/10a

②取組毎に２万円/10a※２
③2,200円/人・日
※２ 中山間地域等では支援

単価を１割加算
事業実施主体：協議会等

（野菜等）生産局園芸作物
課
TEL：03-6738-7423
（花き）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162
（茶）生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117

外食需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物に
ついて、次期作に前向きに取り組む生産者を支援し、国内外の新たな需要促進につなげます。

（８）高収益作物の次期作に安心して取り組みたい

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html
http://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html#%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%8D%E3%83%BB%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E3%83%BB%E8%8C%B6%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%80%85


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸出商流の
変化に対応
した製造設
備 等 の 整
備・導入等
を支援

【輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整
備の緊急支援事業】

冷凍食品等の家庭食用化を進めるための製造ラインや
保冷庫の整備、小分け機などの設備の整備や導入を支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：都道府県等

食料産業局輸出先国規制
対策課
TEL：03-6744-7184

【大径原木加工施設整備緊急対策】
行き場のなくなった大径原木を有効活用し、付加価値

の高い木材製品に転換するための加工施設の整備を支援

支援対象：木材関連事業者等
補助率：定額（1/2以内）
事業実施主体：都道府県

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2290

輸出等の新
規需要獲得
のための加
工食品・外
食メニュー
の開発、原
料切替に伴
う経費等を
支援

【輸出等新規需要獲得事業】
①安定調達可能な原料への切替による加工食品・外食メ
ニューの開発・実証試験・マーケティング調査・施設
整備等を支援

②長期調達契約を締結した食品製造事業者・外食事業者
等に対して、安定調達可能な原料の切替に伴う経費を
支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局食品製造課
TEL：03-6744-7180

家庭食の輸出増加や新規・有望市場シェア獲得等、輸出の維持・促進を図るため、製造設備等の整備・
導入支援、新規・有望市場の維持・開拓に必要なプロモーション等について支援します。

（９）農林水産物・食品の輸出を維持・促進したい（１／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/haccp-27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HTAKRESnd8g
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/200507_2-5.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

コメ・コメ
加工品の生
産ライン整
備等を支援

【コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策事業】
①パックご飯の製造ラインや輸出を継続・拡大するた
めの保管施設等の整備を支援

②パックご飯等コメ・コメ加工品の海外市場開拓の取
組を支援

①
支援対象：食品製造業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：都道府県

②
支援対象：事業者
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：民間団体等

①政策統括官付穀物課
TEL：03-6744-2108

②政策統括官付農産企画課
E-mail：
kome_yusyutu@maff.go.jp
TEL：03-6738-6069

（９）農林水産物・食品の輸出を維持・促進したい（２／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r2hosei_kome.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/200507_1.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

新規・有望
市場の維
持・開拓に
必要な商
談・プロ
モーション
の支援

【仕向け先の転換等のための日本産農林水産物・食品の海
外向け商談・プロモーション】
①新規輸出及び輸出先国での仕向け先転換のためJETROに
よる海外見本市への出展、商談会の開催等を支援

②PRキャンペーンの実施、日本産農林水産物・食品の海外
販路の開拓、海外コールドチェーンへの対応等を支援

③新たな市場等への輸出を行う輸出商社等の商談・商流構
築、「日本産食材サポーター店」、現地輸入商社等の日
本産食材キャンペーンを支援

④輸出商流を有する事業者による水産エコラベル認証水産
物の輸出に向けた取組を支援

①
支援対象：JETRO・民間事業
者等
補助率：定額
事業実施主体：JETRO

②③
支援対象：JETRO・民間事業
者等
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：JETRO・民間
事業者等

④
支援対象：民間団体等、民間
事業者等
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局海外市場開
拓・食文化課
TEL：03-3502-3408

②日本産農林水産物・
食品海外販路開拓緊急
支援事業

③日本産農林水産物・
食品の輸出商談等緊急
支援事業

（９）農林水産物・食品の輸出を維持・促進したい（３／３）

農林水産省による支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

実施要綱・要領

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fzq5t-jYd9g
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200501_3.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200501_4.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸入農畜産物
から国産に切
り替え、継続
的・安定的な
供給を図るた
めの体制整備

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地や実需者が連携し、輸入農畜産物から国

産に切り替え、継続的・安定的な供給を図るた
めに必要な共同利用施設の整備を支援

支援対象：事業実施主体
補助率：事業費の1/2
事業実施主体：都道府県、市
町村、農業者の組織する団体
等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

産地や実需者が連携し、輸入農畜産物から国産に切り替え、継続的・安定的な供給を図るための体制整
備を支援します。

（10）加工用・業務用の野菜等を安定供給したい（利用したい）

農林水産省による支援策

紹 介 動 画

もっと知りたい 実施要綱・要領
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https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/kokusankyouzinka.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

酒造好適米
の保管経費
に対する支
援

【米穀周年供給・需要拡大支援事業】
酒造好適米について、長期計画的な販売の取組を行う産

地に対し、保管経費の支援対象期間を以下のとおり拡大
① 令和元年産：令和３年４月～10月
② 令和２年産：令和２年11月～令和３年３月

支援対象：集荷業者・団体
補助率：定額（1/2相当）
事業実施主体：集荷業者・団
体

政策統括官付農産企画課
TEL：03-6738-8974

輸出用日本
酒向け酒造
好適米への
支援

【水田活用の直接支払交付金】
輸出用日本酒の原料となる令和２年産の酒造好適米につ

いて、水田活用の直接支払交付金の産地交付金の新市場開
拓用米（２万円／10a）の対象に追加

支援対象：販売目的で対象作
物を生産する販売農家・集落
営農
補助率：定額
事業実施主体：国

政策統括官付穀物課
TEL：03-3597-0191

国内外における日本酒需要の減退の状況を踏まえ、酒造好適米の保管経費等を支援します。

（11）酒造好適米を安定供給したい

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-16.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-15.pdf


対象品目 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

原木 【輸出原木保管等緊急支援事業】
滞留している輸出や国内工場向け原木の一時保管費

用等を支援

支援対象：林業経営体等
補助率：定額
事業実施主体：(一社)全国木材
組合連合会

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2292

水産物 【特定水産物供給平準化事業（新型コロナウイルス感
染症緊急対応）】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける水産

物の買取、保管等の費用を支援

支援対象：漁業者団体等
補助率：定額、対象経費の2/3
事業実施主体：民間団体

水産庁加工流通課
TEL：03-6744-2350

紹 介 動 画

需要減退による在庫の増大が著しい原木や水産物について、一時保管に要する経費を支援します。

一時保管に要する費用の支援

（12）原木・水産物の在庫を一時保管したい

農林水産省による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい 紹 介 動 画

木材需要に応じた生産活動に取り組む意欲と能力のある林業経営体等が雇用維持のために行う森林施業
等に対する支援を行います。

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

林業の雇用
維持のため
の保育間伐
等に対する
支援

【林業・木材産業成長産業化促進対策】
原木生産を伴わない森林施業（植林、下刈り、除伐、

保育間伐、衛生伐、作業道整備、境界案作成、苗木生
産（大苗化））等に対し定額で支援（最大日当１万５
千円程度）

支援対象：意欲と能力のあ
る林業経営体、育成経営体
等

林野庁整備課
TEL:03-3502-8065
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https://www.youtube.com/watch?v=H9loG4vD5Lo
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/attach/pdf/R2hosei2-1.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Jgzau-LlWM


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がな
くなった農
林水産物・
食品の有効
活用を支援

【未利用食品活用緊急促進事業のうちフードバンク活
用の促進対策及び再生利用の促進対策】

（１）フードバンク活用の促進対策
①未利用食品をフードバンクに寄附する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必要となる一時保管
用倉庫、運搬用車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要となる輸配送費

及び再生利用事業者に対して支払う再生利用に係る処
理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、
民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、

冷凍・冷蔵：8,400円/トン
以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業
者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費
（32円/kg以内）

食料産業局バイオマス循
環資源課
TEL：03-6744-2066

新型コロナウイルス感染症対策に伴う休業等により発生する未利用食品の有効活用を図るため、代替販
路の確保が困難な場合に、フードバンクに寄附する際の輸配送やフードバンクの受入能力向上に必要とな
る経費、再生利用（飼料化・肥料化等）する際の輸配送費や処理費を支援します。

（13）売り先がなくなった農林水産物・食品を役立てたい

農林水産省による支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

漁場の保
全活動や
水産資源
調査の取
組を支援

【資源・漁場保全緊急支援事業】
・休漁を余儀なくされている漁業者が行う、漁場の耕
うん・清掃等の漁場保全活動や海洋環境調査・モニタ
リング、試験操業による資源の分布情報や生物サンプ
ルの収集など資源評価や管理手法の検討に資するもの
を支援

支援対象：漁業者団体等
補助率：漁船による漁場の耕う
ん・清掃（例：６万円/隻・日）、
藻場におけるウニ駆除等（例：１
万円/人・日）、海水温の観測等の
資源調査（例：６万円/隻・日）

事業実施主体：民間団体

水産庁
漁場資源課
TEL:03-6744-2380
栽培養殖課
TEL:03-3502-0895
計画課
TEL:03-3501-3082

漁業者や漁船による漁場の保全活動や水産資源調査の取組を支援し、資源管理の取組強化と漁場生産力
の向上を図ります。

休漁支援

（14）資源や漁場の保全のための活動を行いたい

農林水産省による支援策

紹 介 動 画
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https://www.youtube.com/watch?v=v98vZCZ54ME
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei_pr8.pdf


（１）事業を継続していきたい

支援分野 支援の対象 支援の内容 所管省庁 担当及び問合せ先等

事業継続を支え、
再起のための支
援

【持続化給付金】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フ

リーランスを含む個人事業者等、その他各
種法人でひと月の売上が前年同月比50%以
上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者
は100万円以内を支給。

経済
産業省

中小企業金融・給付金相
談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

地代・家賃の負
担を軽減し、事
業継続を下支え
するための支援

【家賃支援給付金】
テナント事業者のうち、中堅企業、中小

企業、小規模事業者、個人事業者等で5月
〜12月において、以下のいずれかに該当す
る者
• いずれか1カ月の売上高が前年同月比で
50％以上減少
• 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で
30％以上減少

給付額は、申請時の直近支払家
賃月額に基づき算出される給付
月額の６倍（６ヶ月分）
給付率：2/3
給付上限額：法人50万円／月

個人事業者25万円／月
※（法人）支払家賃月額が75万円/月
を超える場合、給付率1/3で最大50万
円追加給付
（個人事業者）支払家賃月額が

37.5万円を超える場合、給付率1/3で
最大25万円追加給付

経済
産業省

中小企業庁総務課
TEL：03-3501-1768

部品調達が困難
であり、自社で
部品を内製化す
るための支援

【生産性革命推進事業（ものづくり・商
業・サービス補助）】

中小企業・小規模事業者等の新製品・
サービス開発や生産プロセス改善等のため
の設備投資等

補助上限：1,000万円
補助率：中小 1/2、

小規模 2/3
（特別枠は、2/3又は3/4）

経済
産業省

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
TEL：050-8880-4053

新たな販路を開
拓するための支
援

【生産性革命推進事業（持続化補助）】
小規模事業者の販路開拓等のための取組

み

補助上限：50万円
（特別枠は、100万円）
補助率： 2/3又は3/4

経済
産業省

独立行政法人中小企業基
盤整備推進機構
TEL：03-6459-0866

他省庁による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい

もっと知りたい 23

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://seisansei.smrj.go.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/
https://seisansei.smrj.go.jp/


（２）従業員の雇用を維持したい（１／２）

支援分野 支援の対象 支援の内容
所管
省庁

担当及び問合せ先等

従業員の雇用
維持に対する
支援

【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、

事業縮小を余儀なくされた事業主が、休
業、教育訓練、又は出向により、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日ま
での休業等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日
から令和2年9月30日※まで）の休業等に
ついては下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日か
ら令和2年9月30日）までの休業等
に適用される助成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

・１日当たり助成額上限
15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

厚生
労働省

最寄りの都道府県労働
局・ハローワークまた
は学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成
金コールセンター
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫
定任意適用事業所に
よって未加入が認めら
れている事業所の場合、
厚生労働省への申請に
先立ち、農政局等が発
行する「農業等個人事
業所に係る証明書」が
必要。

※オンラインでの申請
も可能（現在整備中）

他省庁による支援策

もっと知りたい（農業経営者の皆様へ）

もっと知りたい（林業経営者の皆様へ）

もっと知りたい（漁業経営者の皆様へ）
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/corona2.html#a4
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#1


（２）従業員の雇用を維持したい（２／２）

支援分野 支援の対象 支援の内容
所管
省庁

担当及び問合せ先等

小学校等の臨
時休業等にか
かる保護者に
対する支援

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの

世話が必要となった保護者である労働者に
対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働
基準法上の年次有給休暇を除く）を取得さ
せた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※ま
での有給休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃
金相当額 × 10/10

令和2年2月27日から3月31日
までの有給休暇

・１日当たり
助成額上限： 8,330円

令和2年4月1日から9月30日
までの有給休暇

・１日当たり
助成額上限： 15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

厚生
労働省

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コー
ルセンター
TEL：0120-60-3999
受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定
任意適用事業所のうち未
加入の事業所の場合、厚
生労働省への申請に先立
ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要。

（参考）【小学校休業等対応支援金】
小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世

話を行うために、契約した仕事ができなく
なった個人で仕事をする保護者
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※ま
での就業出来なかった日に適用）
※ 一定の要件あり
※ 対象となる日の期限

令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

令和2年2月27日から3月31日
までの就業出来なかった日

・１日当たり：4,100円(定額)

令和2年4月1日から9月30日
までの就業出来なかった日

・１日当たり：
7,500円(定額)※

※1日当たりの支給額が
4,100円から7,500円に
引き上げ予定

厚生
労働省

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コー
ルセンター
TEL：0120-60-3999
受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

他省庁による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html


（３）人材を確保したい

支援分野 支援の対象 支援の内容
所管
省庁

担当及び問合せ先等

外国人技能実
習生の雇用支
援

【技能実習生等に対する雇用維持支援
の活用】

新型コロナウイルス感染症の影響に
より解雇等され，実習の継続困難に
なった技能実習生・特定技能外国人等
の再就職を支援

また、技能実習生等が来日できず、
人材確保に困難を来している分野への
就労を促進

【付与される在留資格】
・特定活動(就労可能)

【在留期間】
・最大1年

【要件】
・申請人の報酬額や特定技能
外国人の意向などの要件あり

出入国
在留管
理庁

他省庁による支援策

もっと知りたい
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html


（４）経営環境を整備したい

支援分野 支援の対象 支援の内容
所管
省庁

担当及び問合せ先等

テレワークの
導入支援

【ＩＴ導入補助】
中小企業者・小規模事業者において、

在宅勤務制度を導入するため、テレワー
クに利用できる業務ツール等の導入

補助額：30～450万円
補助率：1/2
（特別枠は補助率2/3（特別枠に
限り、PC等のﾊｰﾄﾞｳｪｱに係るﾚﾝﾀﾙ
費用も補助対象）

経済
産業省

一般社団法人サービスデ
ザイン推進協議会
TEL：0570-666-424

従業員の特別
休暇の取得促
進に向けた環
境整備支援

【働き方改革推進支援助成金】
（職場意識改善特例コース）

感染症対策として、特別休暇制度を就
業規則等に整備した中小企業事業主

交付申請期限
令和2年7月29日

補助上限：50万円
補助率： 3/4
※事業規模30名以下かつ労働能
率の増進に資する設備等の経費
が30万円を超える場合は、4/5
を助成
（就業規則等の作成・変更、労
務管理用機器等の購入・更新
等）

厚生
労働省

都道府県労働局雇用環
境・均等部または雇用環
境・均等室

他省庁による支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html


（５）地域経済への支援

支援分野 支援の対象 支援の内容
所管
省庁

担当及び問合せ先等

地方公共団体による
きめ細やかな支援

【地方創生臨時交付金】
新型コロナウイルス感染症に対す

る対応、新型コロナウイルス感染拡
大の影響を受けた地域経済や住民生
活の支援（事業継続、雇用維持等）、
「新しい生活様式」等への対応等、
地方公共団体が地域の実情に応じて
実施する事業

地方公共団体が作成した実施計画
に記載された、①令和2年度補正
予算等における国庫補助事業の地
方負担分、②コロナ対策関連の地
方単独事業に対して、交付限度額
の範囲内で交付金を交付。

内閣府

他省庁による支援策

もっと知りたい
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（１／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・

販売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン

等に則した「接触機会を減らす生産・販売へ
の転換」又は「感染時の業務継続体制の構
築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常時
従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上限。
ただし50万円まで（共同申請の場合
は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（２／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

次期作に前向きに
取り組む高収益作
物生産者への支援

【高収益作物次期作支援交付金】※１
①次期作に前向きに取り組む、高収益作
物の生産者に対し種苗等の資材購入や機
械レンタル等を支援

②需要促進に取り組む高収益作物の生産
者に対し、新たな品種の導入や新たな販
売契約に向けた取組を支援

③花きや茶等の高品質なものを厳選して
出荷する取組を支援

※１ 政府の用意するセーフティネット
への加入を検討する生産者を支援

交付 定額
国 → 協議会等 → 生産者
（補助率）
①５万円/10a※２
施設花き等：80万円/10a
施設果樹：25万円/10a

②取組毎に２万円/10a※２
③2,200円/人・日
※２ 中山間地域等では支援単
価を１割加算

（野菜等）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-7423
（花き）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162
（茶）生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する際

の掛かり増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地域

のＪＡ等が取り組む、情報発信等に必要
な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

販売促進への支援 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
インバウンドの減少や輸出の停滞等によ

り、在庫の滞留等が生じている野菜・果
実・茶・花きについて、インターネット販
売を行う際の送料等を支援

支援対象：生産者、民間団体等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（事業全般）大臣官房政策課
TEL：03-6744-2089

（野菜・果実）生産局園芸作物課
TEL：03-3502-5958
（茶）生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117
（花き）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい（詳細）

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html#%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%8D%E3%83%BB%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E3%83%BB%E8%8C%B6%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%80%85
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（３／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社

員として雇用する際の実践研修費等を
助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業
研修支援事業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に
対する新規就農に向けた技術習得のた
めの研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

花きの需要喚起 【公共施設等における花きの活用拡大
支援事業】

空港、駅、学校、企業等における花
きの活用拡大を通じた需要喚起の取組
を支援

定額、1/2
国 → 民間団体

生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

野菜等の生産、集
出荷貯蔵、加工に
必要な施設整備・
改修等を支援

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国

産への切り替え、継続的・安定的な供
給に必要な共同利用施設の整備等を支
援

支援対象：事業実施主体
補助率：事業費の1/2
事業実施主体：都道府県、市町村、
農業者の組織する団体等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の
経営維持・再建に必要な資金の実質無
利子化・無担保化等を措置

支援対象：農業者、集落営農組織
融資機関：日本政策金融公庫、農協
等民間金融機関等

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

紹 介 動 画

紹 介 動 画

もっと知りたい

31

https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/index.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/kokusankyouzinka.html
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.youtube.com/watch?v=VLoCvjnTuRM
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（４／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、

冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）
・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（５／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給。

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい
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https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（６／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小

を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、又
は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合
に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業
等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能（現在
整備中）

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が

必要となった保護者である労働者に対し、有給
（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く）を取得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有
給休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


肉用牛生産者が活用できる支援（１／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援
機関」による計画作成・申請から実施
までの伴走支援を受けた、①～③のい
ずれかを含む経営の継続に向けた取組
を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・

販売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライ

ン等に則した「接触機会を減らす生産・販
売への転換」又は「感染時の業務継続体制
の構築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種
別ガイドライン等に則した感染防止対
策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常
時従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上
限。ただし50万円まで（共同申請
の場合は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


肉用牛生産者が活用できる支援（２／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

経営体質の強化 【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業
のうち肥育生産支援（ALIC事業）】

経営体質の強化に資する取組メ
ニューに取り組んだ場合、出荷頭数に
応じて奨励金を交付
取組メニュー
①飼料分析
②血液分析
③肉質分析
④畜舎環境
⑤経営分析

定額（次のいずれか）
・２万円/頭（２つ以上のメ
ニューに取り組んだ場合）
・４万円/頭（枝肉価格が前年同
月比30％下落し、３つ以上のメ
ニューに取り組んだ場合）
・５万円/頭（枝肉価格が前年同
月比40％下落し、３つ以上のメ
ニューに取り組んだ場合）

ALIC → 民間団体 → 生産
者集団 → 畜産農家

生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

肥育牛の計画出荷
の支援

【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業
のうち計画出荷支援（ALIC事業）】

生産者集団が、やむを得ずまとまっ
て出荷時期を調整し、計画的に出荷を
行う場合、その出荷頭数に応じて、掛
かり増し経費を交付

定額

ALIC → 民間団体 → 生産
者集団

生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

肉用子牛の計画出
荷の支援

【肉用子牛流通円滑化緊急対策事業
（ALIC事業）】

生産者団体が策定した計画に基づい
て、生産者がやむを得ず肉用子牛の出
荷時期の調整を行う場合、計画出荷に
伴う掛かり増し経費（飼料費等）を支
援

定額

ALIC→民間団体→

生産者団体等→畜産農家

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱

実施要綱

実施要綱・要領 紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-20.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178020.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178021.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177025.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZp78Bw-esw
https://www.youtube.com/watch?v=O02XHNNjcFo
https://www.youtube.com/watch?v=9FH4bSS8Q2Y


肉用牛生産者が活用できる支援（３／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

経営改善に取り組
む肉用子牛生産者
を支援

【優良肉用子牛生産推進緊急対策事業
（ALIC事業）】

肉用子牛（品種区分毎）の全国平均価
格（月別）が、発動基準(右記)を下回っ
た場合に、経営改善のための取組メ
ニュー（①～④のうち２つ以上）に取り
組んだ生産者に対し、販売頭数に応じて
奨励金を交付

取組メニュー
①畜舎の環境改善（防虫・暑熱・寒冷対
策等）
②経営分析（経営管理研修会への参加
等）
③子牛の疾病予防（下痢防止剤の投与
等）
④繁殖雌牛・子牛の栄養状態の改善（ビ
タミン等飼料添加物の利用等）

定額
60万円（黒毛和種）
30万円（交雑種）
18万円（乳用種）
を下回った場合
→ １万円/頭

57万円（黒毛和種）
29万円（交雑種）
17万円（乳用種）
を下回った場合
→ ３万円/頭

ALIC → 民間団体 → 生産者

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

資金繰りの支援 【肥育牛経営等緊急支援特別対策事業】
肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキ

ン）の生産者負担金の納付猶予（実質免
除）（国費分（3/4）の交付）

－ 生産局畜産企画課
TEL:03-3502-0874

畜産特別資金の緊急貸付けとして、通
常の貸付日（５月末日及び11月末日）に
加え、当面の間、毎月末日を貸付日とし
て、緊急的に融通

－ 生産局畜産企画課
TEL:03-3501-1083

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱

実施要綱(本体) 実施要綱(様式)

紹 介 動 画

紹 介 動 画

もっと知りたい 実施要綱
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178254.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178280.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001176461.docx
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-6.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178886.pdf


肉用牛生産者が活用できる支援（４／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

新型コロナウイル
ス感染症が発生し
た畜産農場等への
代替要員の派遣等
を支援

【新型コロナウイルス感染症の発生畜
産農場等における経営継続対策事業
（ALIC事業）】
①発生農場の事業継続のための代替要
員等の派遣を支援

②発生農場の事業継続を図るため、そ
の家畜を公共牧場等に緊急避難させる
ための経費を支援

③発生農場の清浄化や感染拡大防止の
ための消毒等に係る経費を支援

定額 定額
ALIC → 民間団体 → 生産者集団
等

生産局畜産企画課
TEL：03-3502-0874

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経
営維持・再建に必要な資金の実質無利
子化・無担保化等を措置

日本政策金融公庫や農協等民間金融機
関等が融資

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社

員として雇用する際の実践研修費等を
助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業
研修支援事業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に
対する新規就農に向けた技術習得のた
めの研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

もっと知りたい

実施要綱 (別添)肉用牛

紹 介 動 画
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https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-10.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177104.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177107.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_pVP3B0fPTI
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94


肉用牛生産者が活用できる支援（５／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者
は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい
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https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html


肉用牛生産者が活用できる支援（６／６）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能
（現在整備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


酪農生産者が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販

売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライ

ン等に則した「接触機会を減らす生産・販売
への転換」又は「感染時の業務継続体制の構
築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常
時従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上
限。ただし50万円まで（共同申請
の場合は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

41

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


酪農生産者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

新型コロナウイル
ス感染症が発生し
た畜産農場等への
代替要員の派遣等
を支援

【新型コロナウイルス感染症の発生畜産農場
等における経営継続対策事業（ALIC事業）】
①発生農場の事業継続のための代替要員(酪
農ヘルパーを含む)等の派遣を支援

②発生農場の事業継続を図るため、その家畜
を公共牧場等に緊急避難させるための経費
を支援

③発生農場の清浄化や感染拡大防止のための
消毒等に係る経費を支援

④乳業工場の処理能力の低下等により出荷で
きなくなった生乳に対して支援

支援対象：生産者集団等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

生産局牛乳乳製品課
TEL：03-3502-5988

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経営維
持・再建に必要な資金の実質無利子化・無担
保化等を措置

日本政策金融公庫や農協等民間
金融機関等が融資

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

畜産特別資金の緊急貸付けとして、通常の
貸付日（５月末日及び11月末日）に加え、当
面の間、毎月末日を貸付日として、緊急的に
融通

－ 生産局畜産企画課
TEL:03-3501-1083

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員とし

て雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱(本体) 実施要綱(様式)

実施要綱(本体) (別添)乳用牛

紹 介 動 画

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178280.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001176461.docx
https://www.alic.go.jp/content/001177104.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177106.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.youtube.com/watch?v=_pVP3B0fPTI
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf


酪農生産者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業
研修支援事業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に
対する新規就農に向けた技術習得のた
めの研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する

際の掛かり増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地

域のＪＡ等が取り組む、情報発信等に
必要な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者
は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓
口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ
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https://www.be-farmer.jp/service/senior/
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


酪農生産者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能
（現在整備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


その他畜産生産者等が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・

販売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライ

ン等に則した「接触機会を減らす生産・販
売への転換」又は「感染時の業務継続体制
の構築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常時従
業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円（共
同申請の場合は、1,000万円））
（２）定額（（１）の補助額が上限。
ただし50万円まで（共同申請の場合は、
500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


その他畜産生産者等が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

新型コロナウイル
ス感染症が発生し
た畜産農場等への
代替要員の派遣等
を支援

【新型コロナウイルス感染症の発生畜
産農場等における経営継続対策事業
（ALIC事業）】

養豚・家きん経営の発生農場や飼料
生産組織の事業継続のための代替要員
の派遣等を支援
養豚・家きん経営の発生農場や飼料

生産組織の清浄化・感染拡大防止のた
めの消毒等に係る経費を支援

定額 定額
ALIC → 民間団体 → 生産者集団
等

豚、家きん：生産局畜産振
興課
TEL：03-3591-3656
飼料生産組織：生産局飼料
課
TEL：03-3502-5993

金融支援 【肥育牛経営等緊急支援特別対策事
業】

畜産特別資金（大家畜・養豚）の緊
急貸付けとして、通常の貸付日（５月
末日及び11月末日）に加え、当面の間、
毎月末日を貸付日として、緊急的に融
通

－ 生産局畜産企画課
TEL:03-3501-1083

農林漁業セーフティネット資金等の
経営維持・再建に必要な資金の実質無
利子化・無担保化等を措置

支援対象：農業者、集落営農組織
融資機関：日本政策金融公庫、農協等
民間金融機関等

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱(本体) 実施要綱(様式)

（別添）家 き ん

（別添）養 豚

（別添）飼料生産組織

実 施 要 綱

紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-4.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001178280.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001176461.docx
https://www.alic.go.jp/content/001177202.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177108.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177110.pdf
https://www.alic.go.jp/content/001177104.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MX08aCHLj94
https://www.youtube.com/watch?v=_pVP3B0fPTI
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf


その他畜産生産者等が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員と

して雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業研修
支援事業】※令和元年度補正予算
研修機関が行う50代の就農希望者に対す

る新規就農に向けた技術習得のための研修
費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する際

の掛かり増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地域

のＪＡ等が取り組む、情報発信等に必要
な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は100
万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談
窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

紹 介 動 画

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ
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https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s&feature=emb_logo
https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


その他畜産生産者等が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能
（現在整備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


米生産者が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販

売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン

等に則した「接触機会を減らす生産・販売への
転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に
充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常
時従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上
限。ただし50万円まで（共同申請
の場合は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


米生産者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

コメ・コメ加工品
の生産ライン整備
等を支援

【コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策事業】
①パックご飯の製造ラインや輸出を継続・拡大
するための保管施設等の整備を支援

②パックご飯等コメ・コメ加工品の海外市場開
拓の取組を支援

①
支援対象：食品製造業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：都道府県
②
支援対象：事業者
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：民間団体等

①政策統括官付穀物課
TEL：03-6744-2108

②政策統括官付農産企画課
E-mail：
kome_yusyutu@maff.go.jp
TEL：03-6738-6069

酒造好適米の保管
経費に対する支援

【米穀周年供給・需要拡大支援事業】
酒造好適米について、長期計画的な販売の取

組を行う産地に対し、保管経費の支援対象期間
を以下のとおり拡大
① 令和元年産：令和３年４月～10月
② 令和２年産：令和２年11月～令和３年３月

支援対象：集荷業者・団体
補助率：定額（1/2相当）
事業実施主体：集荷業者・団
体

政策統括官付農産企画課
TEL：03-6738-8974

輸出用日本酒向け
酒造好適米への支
援

【水田活用の直接支払交付金】
輸出用日本酒の原料となる令和２年産の酒造

好適米について、水田活用の直接支払交付金の
産地交付金の新市場開拓用米（２万円／10a）
の対象に追加

支援対象：販売目的で対象作
物を生産する販売農家・集落
営農
補助率：定額
事業実施主体：国

政策統括官付穀物課
TEL：03-3597-0191

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員として

雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議
所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r2hosei_kome.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/200507_1.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-16.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-15.pdf


米生産者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業研
修支援事業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に対
する新規就農に向けた技術習得のための
研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経
営維持・再建に必要な資金の実質無利子
化・無担保化等を措置

支援対象：農業者、集落営農組織
融資機関：日本政策金融公庫、農
協等民間金融機関等

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、その
他各種法人でひと月の売上が前年同月比
50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談
窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

紹 介 動 画もっと知りたい
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https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf


米生産者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能（現在
整備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


麦・豆類生産者が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販

売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン

等に則した「接触機会を減らす生産・販売へ
の転換」又は「感染時の業務継続体制の構
築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常時
従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上限。
ただし50万円まで（共同申請の場合
は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


麦・豆類生産者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸入農畜産物から
国産に切り替え、
継続的・安定的な
供給を図るための
体制整備

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国産

への切り替え、継続的・安定的な供給に
必要な共同利用施設の整備等を支援

定額 1/2
国 → 都道府県 →  都道府県

市町村
農業者の組織
する団体 等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する際

の掛かり増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地域

のＪＡ等が取り組む、情報発信等に必要
な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員

として雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

紹 介 動 画

実施要綱・要領

54

https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-8.pdf
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf


麦・豆類生産者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業研
修支援事業】※令和元年度補正予算

研修機関が行う50代の就農希望者に対
する新規就農に向けた技術習得のための
研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経
営維持・再建に必要な資金の実質無利子
化・無担保化等を措置

支援対象：農業者、集落営農組織
融資機関：日本政策金融公庫、農協
等民間金融機関等

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、その
他各種法人でひと月の売上が前年同月比
50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談
窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

紹 介 動 画もっと知りたい
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https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-33.pdf


麦・豆類生産者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能
（現在整備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


林業・木材産業者が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施までの
伴走支援を受けた、①～③のいずれかを含
む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販売

方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等

に則した「接触機会を減らす生産・販売への転
換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に充て
る必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別ガ
イドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）
※常時従業員数が20人以下の
もの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100
万円（共同申請の場合は、
1,000万円））
（２）定額（（１）の補助額
が上限。ただし50万円まで
（共同申請の場合は、500万円
まで））

林野庁経営課
TEL：03-6744-2286

木材の利用促進 【国産農林水産物等販売促進緊急対策】
公共施設等の木造化・木質化等を支援

支援対象：民間団体等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

林野庁木材利用課
TEL：03-6744-2120

原木の一時保管に
要する費用の支援

【輸出原木保管等緊急支援事業】
滞留している輸出や国内工場向け原木の

一時保管費用等を支援

支援対象：林業経営体等
補助率：定額
事業実施主体：(一社)全国木
材組合連合会

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2292

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい 紹 介 動 画

もっと知りたい

実施要綱・要領

紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/attach/pdf/R2hosei2-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H9loG4vD5Lo
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


林業・木材産業者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

大径原木加工施設
の整備

【大径原木加工施設整備緊急対策】
行き場のなくなった大径原木を有効活用

し、付加価値の高い木材製品に転換するた
めの加工施設の整備を支援

支援対象：木材関連事業者等
補助率：定額（1/2以内）
事業実施主体：都道府県

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2290

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経営
維持・再建に必要な資金の実質無利子化・
無担保化等を措置

支援対象：林業者等
事業実施主体：（株）日本政
策金融公庫、全国木材協同組
合連合会、（独）農林漁業信
用基金

林野庁企画課
TEL：03-3502-8037

（１）第１次補正

（２）第２次補正

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フ
リーランスを含む個人事業者等、その他各
種法人でひと月の売上が前年同月比50%以上
減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業
者は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口

TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい
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https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/attach/pdf/R2hosei-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-17.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-8.pdf


林業・木材産業者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 景気変動などの経済上の理由により、
事業縮小を余儀なくされた事業主が、休
業、教育訓練、又は出向により、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日ま
での休業等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（３）最近３か月の雇用指標が対前年
比で増加していても助成対象

（４）事業所設置後1年未満の事業主
についても助成対象

（５）継続して雇用された期間が６か月
未満の新規学卒者などの労働者につ
いても助成対象

※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日か
ら令和2年9月30日まで）の休業等につい
ては下記も適用
（６）週20時間未満の雇用保険被保険者

でない労働者（パート、アルバイト
（学生も含む）等）も休業の対象

（７）支給限度日数（100日）とは別に
活用可能

【緊急対応期間（令和2年4月1日
から令和2年9月30日）までの休
業等に適用される助成率・加算
額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成
率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限
15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハ
ローワークまたは学校等休業
助成金・支援金、雇用調整助
成金、個人向け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意
適用事業所によって未加入が
認められている事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、
農政局等が発行する「農業等
個人事業所に係る証明書」が
必要。

※オンラインでの申請も可能
（現在整備中）

事業者毎の支援策

もっと知りたい（農業経営者の皆様へ）

もっと知りたい（林業経営者の皆様へ）
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/corona2.html#a4


林業・木材産業者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
コロナの影響で臨時休業等した小学校等
に通う子どもの世話が必要となった保護
者である労働者に対し、有給（賃金全額
支給）の休暇（労働基準法上の年次有給
休暇を除く）を取得させた事業主に対し
て助成（令和2年2月27日から令和2年9月
30日※まで）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額
× 10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コー
ルセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定
任意適用事業所のうち未
加入の事業所の場合、厚
生労働省への申請に先立
ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要。

林業の雇用維持の
ための保育間伐等
に対する支援

【林業・木材産業成長産業化促進対策】
原木生産を伴わない森林施業（植林、下
刈り、除伐、保育間伐、衛生伐、作業道
整備、境界案作成、苗木生産（大苗
化））等に対し定額で支援（最大日当１
万５千円程度）

支援対象：意欲と能力のある林業経営体、
育成経営体等

林野庁整備課
TEL:03-3502-8065

事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/corona2.html#a5


漁業・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（１／４）
支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続
に向けた取
組を支援

【経営継続補助金】

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機関」による計
画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、①～
③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確
立・転換

③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した

「接触機会を減らす生産・販売への転換」又は「感染時の
業務継続体制の構築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別ガイドライン
等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※
常時従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万
円（共同申請の場合は、1,000
万円））
（２）定額（（１）の補助額が
上限。ただし50万円まで（共同
申請の場合は、500万円ま
で））

水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2345

魚価の下落
により収入
減少した漁
業者の経営
支援

【漁業収入安定対策事業】
①収入が減少した漁業者の経営を支えるため、積立ぷ
らすの基金を積み増し

②併せて、積立ぷらすについて、漁業者の自己積立金
の仮払い、契約時の自己積立金の積立猶予を措置

支援対象：漁業者
積立金負担割合：漁業者と国の
積立金の負担割合は１：３
事業実施主体：漁業共済組合連
合会

水産庁漁業保険管理官
TEL：03-6744-2356

漁業・水産
加工業者に
おける労働
力の確保を
支援

【水産業労働力確保緊急支援事業】
①人手不足となった漁業・水産加工業の経営体が
作業経験者等を雇用する際の掛り増し賃金、保険
料、宿泊費を支援
②遠洋漁船における外国人船員の継続雇用等に要
する掛り増し経費や、外国人船員を現地において
配乗する際の経費を支援

支援対象：漁業者、水産加工業
者
補助率：漁業・水産加工業の経
営体が雇用する際の掛かり増し
賃金（上限500円/時）、保険料、
宿泊費は定額、外国人船員を継
続雇用する又は外国人船員を現
地において配乗する際の掛かり
増し経費は1/2
事業実施主体：①全国水産加工
業協同組合連合会、②（一社）
大日本水産会

（漁業者向け）
水産庁企画課
TEL：03-6744-2340
（水産加工業者向け）
水産庁加工流通課
TEL：03-6744-2349
（外国人船員向け）
水産庁国際課
TEL：03-6744-2364

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画実施要綱・要領

もっと知りたい

紹 介 動 画

もっと知りたい

実施要綱・要領

紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Msc1CSIwEo
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/syotoku_hosyo/attach/pdf/index-21.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei_kaizen9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-mzjDZb34vE
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/keizoku.html
https://www.zensui.jp/news20200501.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


漁業・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

水産物の販
売促進

【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
インバウンドの減少や輸出の停滞等により、在

庫の滞留等が生じている水産物について、イン
ターネット販売を行う際の送料等を支援

支援対象：漁業者、民間団
体等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

水産庁栽培養殖課
TEL：03-3501-3848

水産物の一
時保管に要
する費用の
支援

【特定水産物供給平準化事業（新型コロナウイル
ス感染症緊急対応）】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける

水産物の買取、保管等の費用を支援

支援対象：漁業者団体等
補助率：定額、対象経費の
2/3
事業実施主体：民間団体

水産庁加工流通課
TEL：03-6744-2350

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の経営維持・
再建に必要な資金の実質無利子化・無担保化等を
措置

支援対象：漁業者
融資機関：日本政策金融公
庫、漁協等民間金融機関

水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2347
（１）第１次補正

（２）第２次補正

持続化給付
金

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラ
ンスを含む個人事業者等、その他各種法人でひと
月の売上が前年同月比50%以上減少している事業
者

法人は200万円以内、個人事
業者は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】 【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領 申請ページ

もっと知りたい 紹 介 動 画

紹 介 動 画もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領

もっと知りたい 紹 介 動 画
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https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Jgzau-LlWM
https://www.youtube.com/watch?v=IlEPROQlYdQ
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-22.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei2-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828


漁業・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

漁場の保全
活動や水産
資源調査の
取組を支援

【資源・漁場保全緊急支援事業】
・休漁を余儀なくされている漁業者が行う、漁場
の耕うん・清掃等の漁場保全活動や海洋環境調
査・モニタリング、試験操業による資源の分布情
報や生物サンプルの収集など資源評価や管理手法
の検討に資するものを支援

支援対象：漁業者団体等
補助率：漁船による漁場の耕
うん・清掃（例：６万円/隻・
日）、藻場におけるウニ駆除
等（例：１万円/人・日）、海
水温の観測等の資源調査
（例：６万円/隻・日）

水産庁
漁場資源課 TEL:03-6744-2380
栽培養殖課 TEL:03-3502-0895

計画課 TEL:03-3501-3082

雇用調整助
成金

【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余

儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向に
より、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成する制度
【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等に
ついて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9
月30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1
日から令和2年9月30日）まで
の休業等に適用される助成
率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限
15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成金、個人向
け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用
事業所によって未加入が認められ
ている事業所の場合、厚生労働省
への申請に先立ち、農政局等が発
行する「農業等個人事業所に係る
証明書」が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能（現
在整備中）

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#1
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei_pr8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v98vZCZ54ME


漁業・漁業者団体等・水産加工業者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
コロナの影響で臨時休業等した小学
校等に通う子どもの世話が必要と
なった保護者である労働者に対し、
有給（賃金全額支給）の休暇（労働
基準法上の年次有給休暇を除く）を
取得させた事業主に対して助成（令
和2年2月27日から令和2年9月30日※
まで）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日※までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コー
ルセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定
任意適用事業所のうち未
加入の事業所の場合、厚
生労働省への申請に先立
ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/koyou.html#3


外食事業者が活用できる支援（１／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

国産農林水産
物を活用した
デリバリー等
への取組

【国産農林水産物等販売促進緊急対策事
業】

インバウンドの減少や輸出の停滞等に
より、在庫の滞留等が生じている品目に
ついて、飲食店が新商品開発を行いデリ
バリーや店頭販売等に取り組む際の食材
費、容器包装費等について支援

支援対象：民間団体等
補助率：定額、対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

大臣官房政策課
TEL：03-6744-2089

飲食店の需要
喚起

【Go To Eatキャンペーン】
期間限定の官民一体型需要喚起キャン

ペーン「Go To キャンペーン」の一環と
して、オンライン予約・来店した利用者
へのポイント付与、プレミアム付食事券
の発行を実施

支援対象：民間事業者（オンライン
予約サイト運営者・食事券発行事業
者）
補助率：委託等
事業実施主体：民間事業者

食料産業局食品製造課外食産
業室
TEL：03-6744-0402
E-mail：gaishoku@maff.go.jp

輸出等の新規
需要獲得のた
め の 加 工 食
品 ・ 外 食 メ
ニューの開発、
原料切替に伴
う経費等を支
援

【輸出等新規需要獲得事業】
①安定調達可能な原料への切替による加
工食品・外食メニューの開発・実証試
験・マーケティング調査・施設整備等
を支援

②長期調達契約を締結した食品製造事業
者・外食事業者等に対して、安定調達
可能な原料の切替に伴う経費を支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局食品製造課
TEL：03-6744-7180

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい 紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい（詳細）

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/200507_2-5.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://www.youtube.com/watch?v=8NYTRn-FkrI
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/hoseigoto-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5


外食事業者が活用できる支援（２／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

債務保証 【中堅外食事業者資金融通円滑化事業】
債務保証による信用力強化、既往の債

務保証先の返済不能の際の代位弁済によ
り中堅・大手外食事業者を支援

支援対象：中堅・大手外食事業
者
支援内容：債務保証・代位弁済
事業実施主体：(一社)日本フー
ドサービス協会

食料産業局食品製造課外食産業室
TEL：03-6744-7177
E-mail：gaishoku@maff.go.jp

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/R2hosei_shien2.html
https://www.youtube.com/watch?v=qJV_cDH5qCw
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/R2hosei_shien2-2.pdf


外食事業者が活用できる支援（３／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


外食事業者が活用できる支援（４／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、その
他各種法人でひと月の売上が前年同月比
50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者
は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口

TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ
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https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


外食事業者が活用できる支援（５／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成
金

【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事

業縮小を余儀なくされた事業主が、休業、
教育訓練、又は出向により、労働者の雇用
の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度
【令和2年1月24日から令和2年7月23日まで
の休業等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から
令和2年9月30日※まで）の休業等について
は下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令
和2年9月30日）までの休業等に適用さ
れる助成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

・１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成金、個人向
け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用
事業所によって未加入が認められ
ている事業所の場合、厚生労働省
への申請に先立ち、農政局等が発
行する「農業等個人事業所に係る
証明書」が必要。

※オンラインでの申請も可能（現
在整備中）

事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html


外食事業者が活用できる支援（６／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

小学校休業等
対応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子ども

の世話が必要となった保護者である労働
者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇
（労働基準法上の年次有給休暇を除く）
を取得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※
までの有給休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日※までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇
用調整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999
受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適
用事業所のうち未加入の事業所
の場合、厚生労働省への申請に
先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明
書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


食品製造事業者が活用できる支援（１／５）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先等

輸出商流の変化に
対応した製造設備
等の整備・導入等
を支援

【輸出先国の市場変化に対応した食品
等の製造施設等整備の緊急支援事業】

冷凍食品等の家庭食用化を進めるた
めの製造ラインや保冷庫の整備、小分
け機などの設備の整備や導入を支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：都道府県等

食料産業局輸出先国規制対策課
TEL：03-6744-7184

輸出等の新規需要
獲得のための加工
食品・外食メ
ニューの開発、原
料切替に伴う経費
支援等

【輸出等新規需要獲得事業】
①安定調達可能な原料への切替による
加工食品・外食メニューの開発・実
証試験・マーケティング調査・施設
整備等を支援

②長期調達契約を締結した食品製造事
業者・外食事業者等に対して、安定
調達可能な原料の切替に伴う経費を
支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局食品製造課
TEL：03-6744-7180

コメ・コメ加工品
の生産ライン整備
等を支援

【コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策
事業】
①パックご飯の製造ラインや輸出を継
続・拡大するための保管施設等の整
備を支援

②パックご飯等コメ・コメ加工品の海
外市場開拓の取組を支援

①
支援対象：食品製造業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：都道府県

②
支援対象：事業者
補助率：定額、

対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

①政策統括官付穀物課
TEL：03-6744-2108

②政策統括官付農産企画課
E-mail：
kome_yusyutu@maff.go.jp
TEL：03-6738-6069

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領 紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/haccp-27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HTAKRESnd8g
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/200507_2-5.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r2hosei_kome.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/200507_1.html


食品製造事業者が活用できる支援（２／５）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸入農畜産物から
国産に切り替え、
継続的・安定的な
供給を図るための
体制整備

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国

産への切り替え、継続的・安定的な供
給に必要な共同利用施設の整備等を支
援

定額 1/2
国 → 都道府県 →  都道府県

市町村
農業者の組織
する団体 等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

脱脂粉乳の業務用
から飼料用等への
仕向先の変更を支
援

【生乳需給改善促進事業（ALIC事業）】

乳業団体や生産者団体等が、脱脂粉
乳を飼料用等の需要がある分野で活用
する取組を支援

支援対象：乳業者
補助率：定額
事業実施主体：乳業者団体

支援対象：生産者団体
補助率：定額
事業実施主体：生産者団体

生産局牛乳乳製品課
TEL：03-3502-5988

03-6744-2128

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領

実施要綱

紹 介 動 画

紹 介 動 画
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https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-8.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-18.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html
https://www.alic.go.jp/content/001177105.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.youtube.com/watch?v=ICbn2pwAn1s


食品製造事業者が活用できる支援（３／５）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


食品製造事業者が活用できる支援（４／５）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談
窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ
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https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


食品製造事業者が活用できる支援（５／５）

支援分野 支援の内容 事業の流れ 担当及び問合せ先

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小を余儀

なくされた事業主が、休業、教育訓練、又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等につ
いて適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2年9月
30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハローワー
クまたは学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金、個人向け緊急小口資
金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事業
所によって未加入が認められている事
業所の場合、厚生労働省への申請に先
立ち、農政局等が発行する「農業等個
人事業所に係る証明書」が必要。

※オンラインでの申請も可能（現在整
備中）

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が必要と

なった保護者である労働者に対し、有給（賃金全額支
給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取
得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日※までの有給休暇
に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調整
助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事業
所のうち未加入の事業所の場合、厚生
労働省への申請に先立ち、農政局等が
発行する「農業等個人事業所に係る証
明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

75

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


中間事業者が活用できる支援（１／３）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸入農畜産物から
国産に切り替え、
継続的・安定的な
供給を図るための
体制整備

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国

産への切り替え、継続的・安定的な供
給に必要な共同利用施設の整備等を支
援

定額 1/2
国 → 都道府県 →  都道府県

市町村
農業者の組織
する団体 等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

実施要綱・要領もっと知りたい

紹 介 動 画

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


中間事業者が活用できる支援（２／３）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓
口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ
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https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小

を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、又
は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合
に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業
等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日※まで）の休業等については下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。

※オンラインでの申請も可能（現在
整備中）

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が

必要となった保護者である労働者に対し、有給
（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く）を取得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月30日までの有給
休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

中間事業者が活用できる支援（３／３）
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流通事業者が活用できる支援（１／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

和牛肉の在庫解消 【和牛肉保管在庫支援緊急対策事業（ALIC事業）】

和牛肉の在庫の解消を図るため、販売促進計
画を作成した食肉卸売業者に対し、本年２月に
遡って保管経費を支援するとともに、同計画に
基づく販売実績に応じて奨励金を交付

支援対象：食肉卸売事業者
補助率：定額
事業実施主体：食肉事業者団体

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

牛肉の販売促進 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事業】
出荷量の減少や価格の下落等の影響を受けた

和牛肉等の需要喚起を図るため、
①学校給食への提供を含む、食育活動を行う際
の食材費

②外食産業等での新商品開発や、観光業と連携
した地域おこしキャンペーンを行う際に使用
する原材料費

等を支援

①
支援対象：畜産・食肉関係協議会
等
補助率：定額
事業実施主体：都道府県

②
支援対象：食肉卸売事業者等
補助率：定額
事業実施主体：食肉関係団体

生産局食肉鶏卵課
TEL：03-3502-5989

輸入農畜産物から
国産に切り替え、
継続的・安定的な
供給を図るための
体制整備

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国産への切

り替え、継続的・安定的な供給に必要な共同利
用施設の整備等を支援

定額 1/2
国 → 都道府県 →  都道府県

市町村
農業者の組織
する団体 等

生産局総務課生産推進
室
TEL：03-3502-5945

債務保証 【中小食品流通事業者の信用力強化事業】
債務保証による信用力強化、既往の債務保証

先の返済不能の際の代位弁済により中小食品流
通事業者等を支援

支援対象：中小食品流通事業者等
支援内容：債務保証・代位弁済
事業実施主体：(公財)食品等流通
合理化促進機構

食料産業局食品流通課
TEL：03-3502-8267

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

紹 介 動 画

紹 介 動 画

もっと知りたい
（外部リンク）

実施要綱・要領

79

https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-14.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-8.pdf
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http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/attach/pdf/shiensochi-6.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/kouzou_kaizen-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V1jDQ1Pfq3Q
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
http://www.ofsi.or.jp/saimu/
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5


流通事業者が活用できる支援（２／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、

冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）
・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


流通事業者が活用できる支援（３／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者
等、その他各種法人でひと月の売上
が前年同月比50%以上減少している事
業者

法人は200万円以内、個人事業者は100万円
以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談
窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う

子どもの世話が必要となった保護
者である労働者に対し、有給（賃
金全額支給）の休暇（労働基準法
上の年次有給休暇を除く）を取得
させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月
30日※までの有給休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額
× 10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コー
ルセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定
任意適用事業所のうち未
加入の事業所の場合、厚
生労働省への申請に先立
ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい
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https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


流通事業者が活用できる支援（４／４）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事

業縮小を余儀なくされた事業主が、休業、
教育訓練、又は出向により、労働者の雇用
の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成する制度
【令和2年1月24日から令和2年7月23日まで
の休業等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日か
ら令和2年9月30日※まで）の休業等につい
ては下記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年9月30日）までの休業等に適用される助
成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成金、個人向
け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用
事業所によって未加入が認められ
ている事業所の場合、厚生労働省
への申請に先立ち、農政局等が発
行する「農業等個人事業所に係る
証明書」が必要。

※オンラインでの申請も可能（現
在整備中）

事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html


輸出事業者が活用できる支援（１／５）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

輸出商流の変化に
対応した製造設備
等の整備・導入等
を支援

【輸出先国の市場変化に対応した食品等の
製造施設等整備の緊急支援事業】

冷凍食品等の家庭食用化を進めるための
製造ラインや保冷庫の整備、小分け機など
の設備の整備や導入を支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：都道府県等

食料産業局輸出先国規制対策課
TEL：03-6744-7184

【大径原木加工施設整備緊急対策】
行き場のなくなった大径原木を有効活用

し、付加価値の高い木材製品に転換するた
めの加工施設の整備を支援

支援対象：木材関連事業者
等
補助率：定額（1/2以内）
事業実施主体：都道府県

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2290

輸出等の新規需要
獲得のための加工
食 品 ・ 外 食 メ
ニューの開発、原
料切替に伴う経費
等を支援

【輸出等新規需要獲得事業】
①安定調達可能な原料への切替による加工
食品・外食メニューの開発・実証試験・
マーケティング調査・施設整備等を支援

②長期調達契約を締結した食品製造事業
者・外食事業者等に対して、安定調達可
能な原料の切替に伴う経費を支援

支援対象：食品事業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局食品製造課
TEL：03-6744-7180

コメ・コメ加工品
の生産ライン整備
等を支援

【コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策事業】

①パックご飯の製造ラインや輸出を継続・
拡大するための保管施設等の整備を支援

②パックご飯等コメ・コメ加工品の海外市
場開拓の取組を支援

①
支援対象：食品製造業者等
補助率：対象経費の1/2以内
事業実施主体：都道府県

②
支援対象：事業者
補助率：定額、対象経費の
1/2以内
事業実施主体：民間団体等

①政策統括官付穀物課
TEL：03-6744-2108

②政策統括官付農産企画課
E-mail：
kome_yusyutu@maff.go.jp
TEL：03-6738-6069

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

実施要綱・要領

紹 介 動 画

実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領

もっと知りたい 実施要綱・要領
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/haccp-27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HTAKRESnd8g
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/attach/pdf/200507_2-5.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r2hosei_kome.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/200507_1.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

債務保証 【中小食品流通事業者の信用力強化事業】
債務保証による信用力強化、既往の債務保証先

の返済不能の際の代位弁済により中小食品流通事
業者等を支援

支援対象：中小食品流通事業
者等
支援内容：債務保証・代位弁
済
事業実施主体：(公財)食品等
流通合理化促進機構

食料産業局食品流通課
TEL：03-3502-8267

新規・有望市場
の維持・開拓に
必要な商談・プ
ロモーションの
支援

【仕向け先の転換等のための日本産農林水産物・
食品の海外向け商談・プロモーション】
①新規輸出及び輸出先国での仕向け先転換のため
JETROによる海外見本市への出展、商談会の開催
等を支援

②PRキャンペーンの実施、日本産農林水産物・食
品の海外販路の開拓、海外コールドチェーンへの
対応等を支援

③新たな市場等への輸出を行う輸出商社等の商
談・商流構築、「日本産食材サポーター店」、現
地輸入商社等の日本産食材キャンペーンを支援

④輸出商流を有する事業者による水産エコラベル
認証水産物の輸出に向けた取組を支援

①
支援対象：JETRO・民間事業者
等
補助率：定額
事業実施主体：JETRO

②③
支援対象：JETRO・民間事業者
等
補助率：定額、対象経費の1/2
以内
事業実施主体：JETRO・民間事
業者等

④
支援対象：民間団体等、民間
事業者等
補助率：定額、対象経費の1/2
以内
事業実施主体：民間団体等

食料産業局海外市場開
拓・食文化課
TEL：03-3502-3408

②日本産農林水産物・食
品海外販路開拓緊急支援
事業

③日本産農林水産物・食
品の輸出商談等緊急支援
事業

輸出事業者が活用できる支援（２／５）
事業者毎の支援策

実施要綱・要領もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

紹 介 動 画

実施要綱・要領

実施要綱・要領

もっと知りたい
（外部リンク）
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/kouzou_kaizen-23.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/attach/pdf/shiensochi-6.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-26.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJV_cDH5qCw
https://www.youtube.com/watch?v=fzq5t-jYd9g
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200501_3.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200501_4.html
http://www.ofsi.or.jp/saimu/


輸出事業者が活用できる支援（３／５）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事
業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人でひと月
の売上が前年同月比50%以上減少し
ている事業者

法人は200万円以内、個人事業者は100万
円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

小学校休業等対
応助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う

子どもの世話が必要となった保護
者である労働者に対し、有給（賃
金全額支給）の休暇（労働基準法
上の年次有給休暇を除く）を取得
させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年9月
30日※までの有給休暇に適用）

※ 対象となる有給休暇の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額
× 10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から9月30日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円※

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に引き上げ予定

学校等休業助成金・支援金、雇
用調整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999

受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適
用事業所のうち未加入の事業所
の場合、厚生労働省への申請に
先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明
書」が必要。

輸出事業者が活用できる支援（４／５）
事業者毎の支援策

もっと知りたい

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい

86

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業

縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育
訓練、又は出向により、労働者の雇用の維持
を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を
助成する制度
【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの
休業等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令
和2年9月30日※まで）の休業等については下
記も適用
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

※ 対象となる休業等の期限
令和2年6月30日から
令和2年9月30日まで延長予定

【緊急対応期間（令和2年4月1日か
ら令和2年9月30日）までの休業等
に適用される助成率・加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 9/10～10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限
15,000円※

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

※1日当たりの助成額上限が
8,330円から15,000円に
引き上げ予定

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成金、個人向
け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用
事業所によって未加入が認められ
ている事業所の場合、厚生労働省
への申請に先立ち、農政局等が発
行する「農業等個人事業所に係る
証明書」が必要。

※オンラインでの申請も可能（現
在整備中）

輸出事業者が活用できる支援（５／５）
事業者毎の支援策

もっと知りたい
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html


支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

農業高校・農業
大学校等への研
修用農業機械・
設備の導入を支
援

【農業労働力確保緊急支援事業】
他産業従事者等による援農・就農に必要な研修

を行う機関に対し、研修用の農業機械・設備の導
入を支援

支援対象：研修機関
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：都道府県等の研
修機関

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2160

研修機関が行う
シニア世代の就
農希望者への研
修等を支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事
業】

研修機関が行う50代の就農希望者に対する新規
就農に向けた技術習得のための研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

研修機関が活用できる支援
事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領
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https://www.be-farmer.jp/service/senior/
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf


フードバンクが活用できる支援

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg

以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、運動・遊戯施設、劇場等、集会・展示施設(1,000㎡超、ホテ
ル又は旅館は集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小
売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で
1,000㎡超)、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校【４月20日～５月31日（５
月25日以降は以下の施設を対象外【全域】集会・展示施設のうち、博物
館、美術館、図書館【石狩振興局管内以外の地域】遊興施設等（ネットカ
フェ、漫画喫茶のみ）運動・遊技施設（スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨ
ガスタジオ除く）、劇場等、集会・展示施設、商業施設）】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計８店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月10日
～】（５月15日までに、全店舗の休業を確認）

なし
※食事提供施設(飲食店(居酒屋
を含む)、料理店、喫茶店などで
の酒類の提供は夜７時までとす
ることを要請【４月20日～５月
24日（５月16日以降は石狩振興
局管内のみ）】

【休業協力・感染リスク低減支援金】
　感染拡大防止のため、道の要請や協力依頼に応じて、遅くとも４月25日から５月15日
までの期間に、施設の使用停止等に協力する事業者に支援金を支給（施設を休業する
法人に30万円、個人事業者に20万円、酒類の提供時間の短縮（19時まで）する飲食店
には法人個人問わず10万円）

【感染拡大防止と事業継続に取り組む事業者への支援】
　５月14日に北海道が引き続き特定警戒都道府県とされたことによる追加支援策
　道の休業要請（遅くとも５月19日から５月31日までの期間）に協力する事業者及び酒類
の提供時間の短縮（19時まで）する飲食店に対して10万円を支給
　また、休業要請の対象外だが、月の売上が前年から1/2以下になった事業者には５万
円を支給

http://www.pref.hokk
aido.lg.jp/ss/ssa/kyu
ugyouyousei.html

遊興施設等、劇場等、集会・展示施設、運動・遊戯施設、学習塾等(1,000
㎡超)、博物館等、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）、商業
施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外の
サービス業を営む店舗で1,000㎡超）【４月29日～５月６日】

休業要請を行わないが、協力す
ると協力金の対象とする。
休業または、午後8時から翌朝午
前5時までの営業を自粛し午後7
時以降の酒類提供を自粛する場
合には、協力金の支給対象とな
る。【４月29日～５月６日】

【青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金】
・県の休業要請・協力依頼（４月29日からの対象期間の全日）に協力した県内中小企業
者（法人・個人事業主、4/28以前に開業しており営業の実態があること）を対象とし、法
人には30万円、個人事業主には20万円の協力金を支給

https://www.pref.
aomori.lg.jp/sosh
iki/shoko/shoko/f
iles/00-
chirashi.pdf

接待飲食等営業店（風営法に定める接待飲食等営業１号営業（料理店、社
交飲食店）の店舗）、運動施設・遊技場、映画館等、集会・展示施設
(1,000㎡超)、商業施設（30,000㎡超、生活必要物資販売施設以外の施設）
【４月25日～５月６日】

なし 【岩手県感染拡大防止協力金】
・県の協力要請に応じた県内の中小企業者へ対する支援一律10万円、収入が大きく減
少した飲食・小売等の事業者に30万円を上限として家賃の1/2を支援
(4/23知事会見にて言及　対象者へは県から直接通知しておりHPに詳細細記載なし）

https://www.pref.
iwate.jp/sangyouk
oyou/sangyoushink
ou/shougyou/shoug
you/1029636.html

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設（ただし、必要な保育
等は可）、運動・遊技施設、劇場等、集会・展示施設、博物館・ホテル等
(ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資
の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店
舗で1,000㎡超)等【４月25日～５月６日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５
月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月25日～５月６日】

【（仮称）宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・緊急事態措置以前に開業した営業実態があり、県の要請や協力依頼に応じて、４月25
日 からの対象期間に、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける
中小企業又は個人事業主に対し、県・市町村から協力金を支給
◎支給額　１事業者当たり３０万円

https://www.pref.
miyagi.jp/soshiki
/fukensui/coronav
irus-
kyoryokukin.html

遊興施設等、運動施設(一部の屋外施設は対象外)、遊戯施設、劇場等、集
会場・展示場等、大学・専修学校等、学習塾その他の学習支援施設、ホテ
ル・旅館・休憩施設等(宴会やカラオケなど集会の用に供する部分、ゲーム
コーナー等)、商業施設(生活必需物資の小売り関係以外の店舗及び生活必
需サービス以外のサービス業を営む店舗)【４月25日～５月６日】
キャバレーなどの接待を伴う飲食店、ライブハウス、カラオケボックス、
スポーツクラブ【５月７日～５月14日】

食事提供施設(飲食店、居酒屋、
料理店、喫茶店
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月25日～５月６日】

【秋⽥県新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌協⼒⾦】

・県の要請に応じて４月25日からの対象期間に、施設の休業（飲⾷店等の場合は営業

時間の短縮を含む）に全⾯的にご協⼒いただいた4/21以前に開業し営業実態のある中

⼩企業・個⼈事業主に１事業者当たり30万円（県内に所在する事業所が複数事業所の
場合60万円）

https://www.pref.
akita.lg.jp/pages
/archive/49212

遊興施設等、劇場、映画館等、屋内運動施設に加え、県外からの人の移
動・県民の県内外の往来に関係する業態として宿泊施設、観光地・温泉地
にある店舗(飲食店（昼間の営業のみを含む）含む)、立寄施設、ゴルフ
場、旅行業者、貸切バスなどの交通等【４月25日～５月10日】
接待を伴う飲食店、全国的にクラスターが発生した施設（バー等）【５月
11日～５月14日】

飲食店等に対し、夜間営業（午
後８時以降）の自粛要請【４月
25日～５月10日】

【緊急経営改善支援金】
・県からの自粛要請（４月25日からの対象期間の全期間）に協力し、経営改善の検討を
行う県内事業者（県内に県が指定する施設を有する事業者）に対し、個人事業者10万
円（事業所を賃借している場合は20万円）、法人20万円

https://www.pref.
yamagata.jp/ou/sh
okokanko/110001/k
eieishienkin.html

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（１／11）

都道府県

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

休業要請等に関する主な支援策

北海道

青森県

90

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyouyousei.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyouyousei.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyouyousei.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/00-chirashi.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/00-chirashi.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/00-chirashi.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/00-chirashi.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/00-chirashi.pdf
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029636.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029636.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029636.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029636.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1029636.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html


　
　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000
㎡超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係
等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡
超)【４月21日～５月15日（文教施設のみ５月24日まで）】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月21日～５月15日】

【福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県の要請や協力依頼に応じて、 緊急事態措置の期間うち 少なくとも ４月２８日（火）か
ら５月６日（水）までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じていること
・令和２年４月２０日（月）以前に事業を開始しており、営業実態が確認できること
・福島県暴力団排除条例（平成 23 年福島県条例第 51 号）に規定する暴力団又は暴力
団員等が営業に関与する事者等ではないこと
　10万円から30万円（県内の事業所を1か所賃借していれば20万円、複数箇所を賃借し
ていれば30万円）

【福島県新型コロナ ウイルス感染症拡大防止支援金】
・５月７日 (木)以降も継続して休業要請等に応じて施設の休止や営時間の短縮の対策
を講じ、事業再開に向けて感染防止の対策に取り組んでいること
　協力金に加えて一律10万円

https://www.pref.
fukushima.lg.jp/u
ploaded/attachmen
t/385207.pdf

遊興施設等、劇場等、運動・遊技施設、大学・学習塾、集会場・展示施
設、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗等)、文教施設等【４
月18日～５月24日（５月18日以降は、ガイドラインの遵守を前提に劇場等
の休業要請を解除）】
遊興施設等（接客において概ね１m以上の間隔を維持できないキャバレー、
スナック等、性風俗店、ライブハウス等）【５月25日～】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計３店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～
５月６日】

食事提供施設（飲食店、料理
店、喫茶店、和菓子・洋菓子店
など（宅配・テイクアウトを除
く）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請【４
月22日～５月17日（ガイドライ
ンの順守を前提に解除）】

【休業要請に応じた事業者への協力金】
・対象施設で事業を営む方で、休業等に全面的にご協力いただいた事業者には下表の
金額を支給
　自己所有10万円
　賃借している対象施設が1か所20万円
　賃借している対象施設が2か所30万円

https://www.pref.
ibaraki.jp/shokor
odo/chusho/shogyo
/documents/shinse
iuketsukeyoukou.p
df

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、運動施設、文教施
設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、宿泊施設(1,000
㎡超、行楽を主目的とする宿泊に係る事業、集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必
需サービス以外のサービス業を営む店舗)【４月18日～５月15日（５月11日
以降はキャバレー等の全国的にクラスターが発生した施設を除き、県の定
める施設に応じた感染防止対策の徹底が行われた施設は対象外）】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５
月６日】

なし
※食事提供施設(飲食店(居酒屋
を含む)、料理店、喫茶店などで
の酒類の提供は夜７時までとす
ることを要請【４月18日～５月
10日】

【新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の要請・協力依頼に応じる事業者に対し、最大30万円（１事業者当たり10万円。事
業所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10
万円を加算）

http://www.pref.t
ochigi.lg.jp/f03/
houdou/houdou/kyo
uryokukin.html

茨城県

栃木県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（２／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県 休業要請等に関する主な支援策

福島県
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

【休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」】
・休業要請中の一定期間（４月25日(土)～）、対象施設の休業または営業時間の短縮等
を行った中小企業、個人事業者に対し、１事業者当たり20万円

https://www.pref.
gunma.jp/07/ct01_
00002.html

【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・国の 緊急経済対策で示された「民間金融機関での実質無利子･ 無担保融資」を実現
するため 、県制度融資に新たな資金を創設（国３年間に県が４年間分を上積みし最長７
年間の利子補給）

学校等(一部は1,000㎡超の施設に限る)、大学等(1,000㎡超)、劇場等、宿
泊施設等（1,000㎡超、集会の用に供する部分に限る)、運動施設等、遊技
場等、展示施設等(1,000㎡超)、遊興施設等【４月13日～５月24日（５月16
日以降、図書館（徹底した感染防止策を講じることを前提に、事前予約に
よる図書の貸し出しのみ）を対象外）（５月23日以降、博物館、美術館を
対象外）】
遊興施設等（射的場、場外馬（車・舟）券場を除く）、大学、専門学校等
（1,000㎡超）、屋内運動施設、屋外水泳場、宿泊施設等（1,000㎡超、集
会の用に供する部分に限る)、学校等【５月25日～５月27日】
遊興施設等（射的場、場外馬（車・舟）券場を除く）、大学、各種学校等
（1,000㎡超）、運動施設等（スポーツジム、ヨガスタジオ、ホットヨ
ガ）、学校等【５月28日～（大学、専門学校等、学校等は５月31日ま
で）】

《第45条第２項の規定に基づく要請》

なし
※飲食店における酒類の提供は
夜７時までとすることを要請
【４月17日～（５月25日以降は
夜10時まで）】

【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】
・感染拡大抑制のため４月８日から５月６日までの間、７割以上休業する県内中小企業
者・個人事業主に20万円（複数の事業所を有する場合は30万円）
※埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金（５月１１日発表）
・緊急事態措置期間の延長に伴い、５月１２日から５月３１日分休業分への支援金として
１０万円
【埼玉県業種別組合等応援補助金】
感染症の影響を緩和するため適切な事業を実施する業種別組合に500万円

https://www.pref.
saitama.lg.jp/a08
01/r020131_shinga
takorona.html

大学等(1,000㎡超)、劇場等、集会場等(ホテル又は旅館は1,000㎡超、集会
の用に供する部分に限る)、運動施設、遊技場、博物館等 (1,000㎡超)、遊
興施設等、自動車教習所等(1,000㎡超)【４月14日～５月25日（５月22日以
降は博物館等の一部（図書館、美術館等）は対象外）】
遊興施設、運動施設、遊技場、水族館等【５月26日～５月31日】
遊興施設等（ライブハウス、キャバレー・ナイトクラブ・バー等の接待を
伴う飲食店、ダンスホール、性風俗店等）【６月１日～】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計４店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月１日～
５月６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月３日～５
月６日】

なし
※飲食店における酒類の提供は
夜７時までとすることを要請
【４月18日～（５月26日以降は
夜10時まで）】

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援】
・県の休業要請に応じる企業等のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が
前年と比較して50％以上減少した県内中小企業者に最大40万円（休業要請対象業種
は令和４月22日から令和２年５月６日までの全ての期間において要請に応じた場合、１
事業者当たり10万円に、1事業所を賃借している場合10万円、複数事業所を賃借してい
る場合20万円を加算。また、令和２年５月９日から令和２年５月30日までの全ての期間
において要請に応じた場合一律10万円を支給。休業要請対象業種でない場合は、期間
に関わらず、１事業者当たり20万円に、1事業所を賃借している場合10万円、複数事業
所を賃借している場合20万円を加算。）

https://www.chiba
-shienkin.com/

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集
会・展示施設（1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)、文教施設【４月11日～５月
31日（５月26日以降は、展示施設（博物館、図書館、動物園等）、屋内運
動施設（ただし観客席部分は除く）、大学、専修学校等、文教施設は対象
外）】
遊興施設等、遊技施設【６月１日～】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計68店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日
～】（５月23日までに、計５店舗の休業を確認）

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【４月11日～５月25日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
10時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【５月26日～】

【感染拡大防止協力金】
・感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協
力する中小の企業者を対象に50万円（２店舗以上有する事業者は100万円）
【感染拡大防止協力金（第２回）】
・5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請等に応じ、施設等の使用停止に
全面的に協力いただける中小企業、個人事業主及びNPO法人等を対象に50万円（２店
舗以上有する事業者は100万円）
【その他】
・飲食事業者が新たに宅配・テイクアウトの始める際の初期費用として、１事業者あたり
最大100万円

https://www.sangy
o-
rodo.metro.tokyo.
jp/attention/2020
/0415_13288.html

埼玉県

千葉県

東京都

群馬県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（３／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設（博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用
に供する部分に限る)、商業施設(1,000㎡超、生活必需品販売を除く)【４
月18日～５月15日】
遊興施設等、大学・学習塾等（自動車教習所、学習塾等を除く、1,000㎡
超)、文教施設、運動・遊技施設（ゴルフ練習場等を除く）【５月16日～５
月29日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店９店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～５
月６日】
○パチンコ店31店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月13日～５
月14日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く) 【４
月18日～５月15日】
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集
会・展示施設(1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)、文教施設【４月11日～（５
月27日以降は営業時間の短縮（夜10時まで）を要請】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～５
月６日】
○パチンコ店計25店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月11日
～】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店１店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月１日～５
月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月11日～（５月27日以降
は営業時間の短縮（夜10時ま
で）のみの要請）】

【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（県から要請を受けた業者に限る）】
・新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や営
業時間の短縮を行う中小企業、個人事業主に対し、事業所全てが自己所有の場合10
万円、賃借している事業所が１箇所の場合20万円、同２箇所以上の場合30万円、飲食
店の場合10万円

https://www.pref.
kanagawa.jp/docs/
jf2/coronavirus-
kyoryokukin/index
.html

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、
商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外
のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日】
遊興施設等、運動・遊技施設（一部の施設は対象外）【５月７日～５月14
日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店５店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５
月６日】
〇パチンコ店４店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月13日～５
月14日】（上記のうちの４店舗へ再度の要請）
《第45条第３項の規定に基づく指示》
○パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月２日～５
月６日】

食事提供施設(居酒屋を含む)、
料理店、喫茶店等
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月22日～５月６日】

【新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の協力要請に応じて、少なくとも令和2年4月24日から5月6日までの全ての期間にお
いて、施設の使用等の停止に全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対し、１事
業者当たり10万円を支給する。
 【休業要請の延長への対応】
・5月7日から5月20日までの期間、施設の使用停止等の協力要請対象となる遊興施設
等及び運動・遊技施設における事業者に対し、１事業者当たり10万円を支給する。（前
期間において協力要請に応じ、引き続き全面的に協力する事業者には上記協力金と合
わせ合計20万円を支給）
【県制度融資】
・一定の売上減少の場合、既往債務の借換も含め、３年間の実質無利子や保証料ゼロ
の融資を行う。また、県制度融資を借り入れ、返済が始まっている方に対し、最長１年ま
での返済猶予を行うなど。

https://www.pref.
niigata.lg.jp/sec
/sangyoseisaku/ji
gyousya.html

遊興施設等、遊技施設、運動施設(一部の屋外施設は観客席部分のみ)、劇
場等、集会・展示施設、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等
(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する部分に限
る）、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月23日～５月14日（５月
11日以降は博物館等については対象外）】

食事提供施設（飲食店、料理
店、喫茶店、和菓子・洋菓子
店、居酒屋等）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月23日～５月14日（５月
11日以降は酒類の提供は夜８時
までに緩和）】
酒類の提供は夜９時までとする
ことを要請【５月15日～５月28
日】

【富山県・市町村新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の休業の要請等に全面的に協力される中小企業及び個人事業主に対し、県と市町
村が連携し、「協力金」を支給（支給に係る事務は県が実施）
・４月23日（少なくとも４月24日からの対象期間に、遊興施設、運動・遊戯施設、劇場、商
業施設等の事業者
・中小企業50万円、個人事業主20万円

http://www.pref.t
oyama.jp/cms_sec/
1306/kj00021931.h
tml

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館((1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(1,000㎡超)【４月21日～５
月19日（５月15日以降は博物館等（1,000㎡超）の休業要請を解除）】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設（キャバレー
等の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジ
ム）【５月20日～５月31日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日～５
月14日】

食事提供施設(飲食店･居酒屋･料
理店･喫茶店･和菓子店･洋菓子店
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配･テイクアウトサービスを除
く) 【４月21日～５月14日】

【石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて、施設の使用停止に全
面的に協力する中小企業に対し50万円（個人事業主の場合は20万円）

https://www.pref.
ishikawa.lg.jp/ki
nyuu/keieishien/k
ansenkakudaibousi
kyouryokukin.html

新潟県

富山県

石川県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（４／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyousya.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyousya.html
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http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/kj00021931.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/kj00021931.html
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https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kansenkakudaibousikyouryokukin.html


　
　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、大学・学習塾等（1,000㎡超）、文教施設、運動・遊技施設、
劇場等、集会・展示施設、博物館等（1,000㎡超）、宿泊施設（1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る）、商業施設（1,000㎡超）【４月25日～
５月17日（県立恐竜博物館及び県立こども家族館を除く博物館等は５月10
日まで）】

飲食店（居酒屋含む）、料理
店、喫茶店　等
※朝５時から夜８時までの間の
営業とし、酒類の提供は夜７時
までとすることを要請（宅配・
テークアウトを除く）【４月25
日～５月10日】

【中小企業休業等協力金】
・県の休業等を要請する期間（令和２年４月２５日から休業要請期間の終了日まで）に全
面的に協力した中小企業および個人事業主に対し、協力金を支給。
・休業要請に応じた中小企業　50万円、個人事業主　20万円。時短要請に応じた場合
は、それぞれの半額。

https://www.pref.
fukui.lg.jp/doc/k
enkou/kansensyo-
yobousessyu/coron
a_d/fil/koronatai
saku-fukui-
0529.pdf

劇場等、集会・展示施設、大規模集客施設及びそれに類すると認められる
施設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービ
ス以外のサービスを提供する施設)、ホテル・旅館(1,000㎡超、集会の用に
供する部分に限る)、運動施設(屋外施設は対象外)、遊戯施設、博物館等
(1,000㎡超)、遊興施設、学習塾等(1,000㎡超)【４月20日～（博物館等は
５月６日まで。５月７日以降はこれまでにクラスターが発生した主な施設
類型を除き、県の示す基準に適合する各業界団体作成のガイドラインを遵
守する施設については個別に要請を解除。５月15日以降はクラスターが発
生した主な施設類型についても同様の措置）】

なし － －

遊興施設等、運動・遊技施設、劇場等、集会、展示施設（主として観光客
を対象とする施設）、観光・宿泊施設等（主として観光客を対象とする施
設）【４月23日～５月６日】
遊興施設等（キャバレー等接待を伴うもの、ライブハウス等）【５月７日
～５月21日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月１日～５
月６日】

食事提供施設
飲食店、料理店、喫茶店 等
※営業時間を夜８時から翌朝5時
までの間の営業自粛及び酒類の
提供は夜７時までとすることを
要請（宅配、テイクアウトは除
く）【４月23日～５月15日】

【新型コロナウイルス拡大防止協力金】
・県からの休業や夜間の営業時間の短縮等の要請に応じた施設管理者等に対し、市町
村と協調して30万円を支給
【新型コロナウイルス拡大防止支援金】
・感染拡大防止に向け、休業した観光・宿泊施設等管理者に対し、市町村と協調して30
万円を支給
【緊急小口資金（主に休業）の償還金の一部補助）】
・緊急小口資金の償還については、国の制度による償還免除に加え、長野県独自の支
援策として償還金の一部（最大10万円）を補助。

https://www.pref.
nagano.lg.jp/

遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、文教施設、
社会福祉施設等（ただし、必要な保育等は確保）、大学・学習塾等(1,000
㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供
する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生
活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月18日～５
月15日（ただし、これまでにクラスターが発生した業種及びパチンコ店等
については県行動指針に沿った感染防止対策の確立が確認されるまで要請
継続）】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月18日～５月15日】

【岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県からの要請に全面的に協力し、県内の事業所の休業等を行う事業者に対して１事業
者あたり50万円。なお、営業時間短縮する飲食店等も対象

https://www.pref.
gifu.lg.jp/kinkyu
-juyo-
joho/shingata_cor
ona_kyugyoyosei.h
tml

　遊興施設等、遊技施設、劇場等、運動施設(屋内)、集会・展示施設
(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)、自動車教習所等（1,000㎡
超）【４月25日～５月６日】
遊興施設等、運動・遊戯施設【５月７日～５月17日】

なし ・〔第１期〕４／２５～５／６までの休業要請し、応じた事業者に協力金20万円を支給す
る。対象は、ナイトクラブ、カラオケボックス等。既に独自の休業要請と協力金支給の方
針を表明済みの市町に対しては、市町が交付対象とした日から５／６までの期間で、補
助率１／２で１事業者あたり上限額20万円。
・〔第２期〕休業要請期間を5／7～5／17とし、協力金20万円を支給。対象はナイトクラ
ブ、カラオケボックス等遊興施設とパチンコ屋等遊技施設であり、劇場、映画館、生活必
需品以外の物品を販売する商業施設等が除外された。また、市町が独自に実施する休
業要請に対して、市町が事業者に交付した経費の１／２補助（１事業者あたり上限額20
万円）の交付金として支援。（前回（4／25～5／6）給付を受けた事業者も対象）

第１期
https://www.pref.
shizuoka.jp/kinky
u/covid-19-
kyouryokukin.html

第２期
https://www.pref.
shizuoka.jp/kinky
u/covid-19-
kyouryokukin2.htm
l

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（５／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、文教施設、
大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館
(1,000㎡超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小
売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で
1,000㎡超)等【４月17日～５月14日】
遊興施設等、運動施設、遊技施設、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用
に供する部分に限る)【５月15日～５月21日（５月19日以降は運動施設の一
部（水泳場、ボウリング場）、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供
する部分に限る)は対象外）】
遊興施設（接待を伴うバー・パブ、キャバレー、ナイトクラブ、デリヘル
等）、運動施設（スポーツジム）【５月22日～】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５
月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月17日～５月14日】

【愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金】
・県からの休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力する中小事業者に対し50万
円

https://www.pref.
aichi.jp/site/cov
id19-
aichi/kyoryoku2.h
tml

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(100㎡超)、運動・遊戯施設、劇場
等、集会・展示施設、博物館等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に
限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サー
ビス以外のサービス業を営む店舗で100㎡超)【４月20日～５月６日】

遊興施設等、学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊戯施設、商業施設(1,000㎡
超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサー
ビス業を営む店舗）【５月７日～５月14日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く) 【４月20日～５月６日】

【三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金】
・県からの休業要請・依頼に全面協力する中小企業・小規模事業者（個人事業主を含
む）に50万円
なお、営業時間短縮する飲食店等も対象

https://www.pref.
mie.lg.jp/TOPICS/
m0031500187.htm

【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金】
・休業等を要請している全ての期間(４月２３日～５月６日)の内、原則、４月２５日から５
月６日までの全ての期間において、県の要請に応じ、休業等に協力いただける事業者
への臨時的な支援金(中小企業に20万円、個人事業主に10万円）

https://www.pref.
shiga.lg.jp/ippan
/shigotosangyou/s
yougyou/311612.ht
ml

【新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込まれる県内中小企業
等の今後の事業活動に資する人材育成、働き方改革、新たな販路の開拓等の取組に
対し、予算の範囲内で経費の一部を補助(補助限度額５０万円、補助金申請下限額２０
万円(補助率　中小企業2/3、小規模事業者3/4))

https://www.pref.
shiga.lg.jp/ippan
/shigotosangyou/s
yougyou/302793.ht
ml

【雇用調整金助成金申請サポート事業】
・滋賀県社会保険労務士会に委託して、滋賀県雇用調整助成金申請サポートセンター
を設置し、社会保険労務士による支援（電話相談・訪問支援）をきめ細かく行うことによ
り、助成金の活用を促し、雇用継続による人材確保および失業の防止を図る。

https://www.pref.
shiga.lg.jp/kense
i/koho/e-
shinbun/oshirase/
312376.html

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設、大学・
学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等
以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡
超)【４月18日～５月15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動
施設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設（中丹地域以北
※を除く）、1,000㎡を超える遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設【５月
16日～５月22日】
※中丹地域以北：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町
及び与謝野町の区域
これまで全国でクラスターが発生した施設等（キャバレー等の接待を伴う
飲食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店、スポーツジ
ム）、大学【５月23日～５月31日（大学については５月27日まで）】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店１店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５
月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を午前５時から午後
８時までの間とし、酒類の提供
は夜７時までとすることを要請
(宅配・テークアウトサービスは
除く)【４月18日～５月15日】
※営業時間を午前５時から午後
10時までの間とし、酒類の提供
は午後９時までとすることを要
請(宅配・テークアウトサービス
は除く)【５月16日～５月22日】

【休業要請対象事業者支援費】
・京都府緊急事態措置に基づく休業要請等に協力いただいた中小企業・団体（20万
円）・個人事業主（10万円）に対して支援給付金を支給

http://www.pref.k
yoto.jp/sanroso/n
ews/coronavirus-
kyuhukin.html?mod
e=preview

京都府

滋賀県

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000
㎡超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係
等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡
超)【４月23日～５月14日（５月11日以降は感染拡大防止対策の徹底を前提
に、文教施設、博物館等（美術館、図書館等）、1000㎡以下の大学・学習
塾、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設は対象
外）】

飲食店（居酒屋を含む。）、料
理店、喫茶店等
※営業時間は午前５時～午後８
時、酒類の提供は午後７時まで
とすることを要請（宅配・テー
クアウトサービスは除く）【４
月23日～５月14日】

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（６／11）
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愛知県

三重県
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

【休業要請支援金（府・市町村共同支援金）】
大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中
小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて事業継続を下
支えする支援金を支給
【支給額】
・中小企業　100万円（府と市町村で1/2ずつ負担）
・個人事業主　50万円（府と市町村で1/2ずつ負担）

http://www.pref.osak
a.lg.jp/keieishien/kyu
gyoshienkin/index.ht
ml

【大阪府休業要請外支援金】
「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」支給対象外の事業者で、自主休業や外出
自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法
人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支
給
【支給額】
・中小法人　　 府内に複数事業所を有する場合100万円  1事業所の場合50万円
・個人事業主　府内に複数事業所を有する場合  50万円  1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度。
【対象要件】
令和２年３月３１日以前に開業及び設立（以下「開業」という。）し、営業実態のある中小
法人及び個人事業主で、下記の（１）から（３）までの３つの要件を全て満たすことが必
要。
（１）令和２年３月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
（２）令和２年４月又は４月と５月の平均の売上が前年同期間比で50％以上減少してい
ること。
（３）休業要請支援金の支給対象でないこと。

http://www.pref.osak
a.lg.jp/shokosomu/ky
uugyouyouseigai/ind
ex.html

【デリバリーサービスを活用した外出の自粛促進に向けた取組】
・大阪府内の店舗と配達業務提携をする食事の配達（出前）に関するサイトを運営する
事業者が、外出自粛に資することを目的に、消費者に特別のポイント等の付与を行う事
業に対して補助
【補助事業・特別ポイント付与等の内容】
・補助対象：食事の配達に関するサイトを運営する事業者
・府内の店舗から府内の人への電子決済による出前注文で、1,000円以上の注文に500
円分のポイント等を付与。
・実施期間：令和2年5月31日まで（ポイント等の使用期限は6月30日まで）・補助率：1/2

http://www.pref.osak
a.lg.jp/jigyochosei/de
li-jigyosya/index.html

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動施設、遊技施
設、劇場等、集会・展示施設（1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供
する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生
活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡超)【４月15日～５
月15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動
施設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超え
る遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設【５月16日～５月22日】
これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設（キャバレー等の
接待を伴う飲食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、ダンスホー
ル、ダーツバー、パブ、性風俗店、スポーツジム）【５月23日～５月31
日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計７店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月27日～
５月６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店３店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月１日～５
月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月15日～５月15日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
９時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【５月16日～５月22日】

【休業要請事業者経営継続支援事業】
・県からの休業要請、協力依頼、営業時間短縮の要請（飲食店）に応じる県内の事業主
で、かつ、令和2年4月の売上が前年同月比50％以上減少している中小法人及び個人
事業主に対し、国の持続化給付金に加え、県・市町強調による経営継続支援金の支給
手続きを進める。
〇最大の給付金：中小法人100万円、個人事業主50万円（飲食店及び旅館・ホテルにつ
いては、中小法人30万円、個人事業主15万円）
〇申請受付期間：令和2年4月28日（火）～6月30日(火)【予定】※正式な審査開始は各
市町の議決後
※本支援金は県と市町双方の負担により行うことから、市町の予算の議決がなされた
後に支払

https://web.pref.hyo
go.lg.jp/sr07/kyugyo
shien.html

兵庫県

大阪府

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（７／11）
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遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊技施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000
㎡超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係
等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡
超)【４月14日～５月15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動
施設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超え
る遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設（これら以外の施設については、
府の定める標準的対策の遵守を条件に要請解除）【５月16日～５月22日】
これまで全国でクラスターが発生した施設（キャバレー等の接待を伴う飲
食店、スナック、バー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、スポー
ツジム）【５月23日～５月31日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇４月24日以降、パチンコ店計10店舗に対し施設の使用停止（休業）を要
請【４月24日～５月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く)【４月
14日～５月15日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
９時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く)【５月
16日～５月22日】
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、遊技施設、運動施設
（一部の屋外施設は観客席部分のみ）、劇場等、集会・展示施設、博物館
等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需
物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含
む店舗で1,000㎡超)【４月23日～５月14日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、屋内運動施設な
ど）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超える遊興
施設、遊技施設、屋外の運動施設【５月15日～５月22日】
遊興施設（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、バー、カラオ
ケ、ライブハウス等）、運動施設（スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタ
ジオ）【５月23日～】

食事提供施設
営業時間については、午前５時
から午後８時の間の営業を要請
し、酒類の提供は午後７時まで
とすることを要請。（宅配・
テークアウトサービスは除く）
【４月23日～５月14日】

【奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県の休業要請及び営業時間の短縮に協力した中小企業に20万円（個人事業主に10
万円）

http://www.pref.n
ara.jp/55156.htm

https://www.pref.
wakayama.lg.jp/pr
efg/060300/gyoumu
/kinyuu/sangyoush
ien.html

https://www.wakay
ama-
sangyo.com/2020/0
5/01/新型コロナウ
イルス感染症に係
る県独自の支援策/

パチンコ店【５月２日～５月６日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店13店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月５日～５
月６日】

なし － －

パチンコ店【５月２日～５月６日】
感染者が長時間利用したにも関わらず、従業員や利用者の健康確認やPCR検
査に協力が得られない１施設に対し休業要請【５月10日～５月14日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇複合型カフェ１店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月14日】

なし － －

なし なし － －

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、遊技施設、運動施設、劇場等、
集会・展示施設、商業施設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の
店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)、文教施設(幼稚
園は特段の事情による受入継続が必要なものは除く)【４月22日～５月14日
（５月11日以降は自動車教習所、動物園、美術館、映画館等の施設につい
ては対象外）】
運動施設（スポーツクラブ等）、遊興施設等（キャバレー、ナイトクラブ
等、カラオケボックス、ライブハウス等、風俗等に関する営業）【５月15
日～５月21日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 【４
月22日～５月14日（５月11日以
降は営業時間を夜９時までに緩
和）】
※酒類の提供を夜10時までとす
ることを要請【５月15日～】

感染拡大防止協力支援金（仮称）
対象：休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する、個人事業主、中小企業
者
支給額：10万～30万円

https://www.pref.
hiroshima.lg.jp/s
ite/2019-
ncov/covid19-
support.html

鳥取県

島根県

岡山県

広島県
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遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設（一部の屋外施
設は観客席部分のみ）、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館
等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需
物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含
む店舗で1,000㎡超)【４月25日～５月15日（博物館は５月６日まで）】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、屋内運動施設な
ど）、屋外の運動施設、文教施設、1,000㎡を超える場外馬（車・舟）券
場、パチンコ屋、ゲームセンター【５月16日～５月22日】
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブ（以上
は客の接待を伴わないものを除く）、性風俗店、デリヘル、ライブハウ
ス、文教施設【５月23日～】

接待などを伴わない飲食店に対
する営業時間の短縮要請は行わ
ない。

・県融資制度の要件緩和

【中小企業融資制度】
中小企業に対する制度融資の融資枠を拡大するとともに、無利子融資を行うための利
子補給を実施
【事業継続支援金】（全産業（国の持続化給付金の給付を受けた事業者）を対象）
新型コロナウイルスの影響により、売上減少が５０％以上ある事業者の事業継続に向
け、県独自の支援金を支給 （20万円～100万円）
【県内事業者事業継続推進】
県内事業者が事業の継続に向けて、ネット販売システムの構築等の新たな取組や既存
事業に加えて新規事業に乗り出す等の新型コロナウイルス感染症の影響を打破すべく
実施する取組や感染症拡大防止対策等の安全・安心確保への取組に対して支援を実
施　（・補助限度額：100万円　　・補助率：補助対象経費の2/3）

奈良県

和歌山県
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　         都道府県による支援策

#REF!

休業要請 飲食店等の時短要請

山口県

遊興施設、運動・遊戯施設【４月21日～５月６日】
遊戯施設（パチンコ店）【５月７日～５月15日（５月10日までは、引き続
き休業の協力を要請、5月11日以降は、土曜日及び日曜日の休業の協力を要
請）】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日～】

なし 売り上げが落ち込む飲食店などへ一律10万円を支給するほか、宅配など新規事業をめ
ざす中小企業には最大300万円を支援。
４月21日からパチンコ店やカラオケボックスなど県内の21種類の施設に休業を要請。事
業所数1か所で15万円、２か所以上で30万円を協力金として支給

https://www.pref.
yamaguchi.lg.jp/c
ms/a16100/kannsen
nsyou/202005001.h
tml#1

徳島県 なし なし － －

香川県

遊興施設等、大学・学習塾(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集会・
展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活
必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業
を営む店舗で1,000㎡超)、文教施設(幼稚園は特段の事情による受入継続が
必要なものは除く)、県外から多くの観光客が見込まれるうどん店【５月２
日～５月６日】

飲食店等の食事提供施設に夜８
時以降の営業の休止を要請【4月
25日～５月６日】

休業支援：１事業者あたり　20万円（うどん店１事業者あたり　10万円）
営業時間短縮支援：１事業者あたり　10万円

https://www.pref.
kagawa.lg.jp/cont
ent/dir6/dir6_2/d
ir6_2_1/w7d7f3200
422163947.shtml

愛媛県

遊興施設、遊技施設【４月27日～５月31日（５月11日以降は県の定める感
染防止対策を講じる場合は対象外）】

なし ・休業協力金は設けない

〇新型コロナウイルス感染症対策推進事業者支援事業費
　厳しい状況下で営業を継続し、県民生活を支える事業者に対し、感染拡大防止のため
の新たな取組みを支援
対象者：2年4月13日～5月31日まで3密回避に新たに取り組む県内の中小企業者のう
ち、飲食店、食料品・医薬品・衛生用品を扱う小売店（全国チェーンの直営店舗、1,000
㎡を超える店舗は対象外）　支給額は5万円/者（1回のみ）

○感染拡大防止協力宿泊事業者支援事業費
　感染拡大防止のため、令和２年５月１～31日に県外からの宿泊予約の延期又はキャ
ンセルに協力した県内宿泊事業者を支援する。支給額は1泊当たり5千円（上限15万円/
者）

https://www.pref.
ehime.jp/h30100/s
angyo/documents2.
html

高知県

接待を伴う飲食店(風営法第２条第１項第１号に該当するもの)、カラオケ
ボックス、ライブハウス【４月24日～５月６日】

旅館、ホテル(食事提供の場に限
る)、飲食店(居酒屋、料理店な
ど
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配、テークアウトサービスを除
く) 【４月24日～５月６日】

１事業者30万円を基本（県20万円、市町村10万円）
※現在市町村と調整中であり、市町村によっては、県分の20万円のみの支給となる可
能性

http://www.pref.k
ochi.lg.jp/soshik
i/151401/kyouryok
ukin.html

福岡県

遊興施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、運動施設、遊技施設、劇場
等、集会・展示施設(博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に
供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は
生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)等【４月14日
～５月14日】
国内においてクラスターが発生した施設（キャバレー、ナイトクラブ等の
接待を伴う飲食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジ
ム、スポーツ教室）【５月15日～５月31日】※バーについては、５月20日
に接待を伴わないものは除くことを明記
【北九州市のみ】接待を伴う飲食店、ライブハウス※「接待」は県の定め
る基準による（６月１日～）

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５
月６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月５日～５
月６日】

飲食店(居酒屋を含む)、料理
店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月14日～５月14日】

【新型コロナウイルス感染症緊急対策】
・国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等（前年同月比で売上が30％～50％
減少）に現金を給付（法人：上限50万円、個人事業者：上限25万円）
・県の制度融資における保証料全額補てんに加え、新たに無利子・無担保の特別融資
を実施（保証料・金利０％）
・通販サイトを活用した県産品販売キャンペーンの実施
・企業、公共施設での花きの利用に対する支援

https://www.pref.fuk
uoka.lg.jp/contents/
coronavirus-shien-
emergency.html

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（９／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、
商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外
のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日（接待を伴う
飲食店は５月20日まで）】

飲食店(居酒屋を含む)、料理
店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間(酒類の提供も同様の時
間)とすることを要請（宅配・
テークアウトサービスは除く）
【４月22日～５月６日】

【佐賀型　店舗休業支援金】
・県からの休業や時間短縮営業の要請に応じた事業者に１店舗ごとに15万円
・5月7日以降の休業要請に応じた事業者に１店舗ごとに15万円

https://www.pref.
saga.lg.jp/kiji00
374044/index.html

https://www.pref.
saga.lg.jp/kiji00
374231/index.html

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、遊技施設、運動施設(一
部の屋外施設は観客席部分のみ)、劇場等、集会・展示施設、博物館等、ホ
テル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小
売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で
1,000㎡超)【４月25日～５月６日】

遊興施設等【５月７日～５月15日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 【４
月25日～５月６日】

【長崎県新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金】
・県からの休業や営業時間の短縮要請に応じた事業者を対象に、一事業者あたり30万
円
・休業要請延長に伴う5月7日以降の協力金の追加給付は行わない。

https://www.pref.
nagasaki.jp/bunru
i/hukushi-
hoken/kansensho/c
orona_kyugyo/

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、運動施設、遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、博物館等、ホテル又は旅館（集会の用に供する部
分に限る）商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サー
ビス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日（遊
興施設、遊技施設は５月10日まで。ただし、「三つの密」が避けられない
遊興施設については、５月20日まで）】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【４月22日～５月10日】

【熊本県休業要請協力金】
・県からの休業要請に応じた事業者に対し10万円
・休業要請延長に伴う5月7日以降の協力金の追加給付は行わない。

【熊本県事業継続支援金】
・国の「持続化給付金」の対象外となる、売上が一定程度減少した法人事業者に最大20
万円、個人事業者に最大10万円

https://www.pref.
kumamoto.jp/kiji_
32491.html

遊技施設【４月24日～】
ただし、感染者の発生状況等を踏まえ、県外利用者の入場制限、３つの密
の回避など感染防止策を徹底する店舗については、要請の期限を５月10日
までとする

なし － －

遊興施設等、遊技施設【４月25日～５月10日】（５月11日より県独自の
「強い警戒態勢」に移行）

なし 【宮崎県休業要請協力金】
・県からの休業要請に応じた事業者を対象に、一事業者あたり10万円

https://www.pref.
miyazaki.lg.jp/sh
okoseisaku/shigot
o/shokogyo/202004
24180342.html

遊興施設、大学・学習塾等（1,000㎡超）、学校、運動・遊技施設、劇場
等、集会・展示施設、博物館・ホテル等（1,000㎡超、ホテル等は集会の用
に供する部分に限る）、商業施設(1,000㎡超)【４月25日～５月６日】

遊興施設（接待を伴う飲食店等）【４月25日～５月14日】

飲食店（居酒屋含む）、料理
店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 （宅
配・テークアウトサービスは除
く）【４月25日～５月６日】

【新型コロナウィルス感染症対策休業協力金】（仮称）
・４月25日からの対象期間に休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し、①中小
企業20万円、②個人事業主10万円

https://www.pref.
kagoshima.jp/af02
/sangyo-
rodo/tyusyoukigyo
u/koronauirusu.ht
ml

大分県

宮崎県

鹿児島県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（10／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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　         都道府県による支援策

令和２年６月５日時点

休業要請 飲食店等の時短要請

遊興施設等、大学・学習塾等（1,000㎡超）、遊技施設、運動施設、劇場
等、集会・展示施設（博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に
供する部分に限る）、商業施設（生活必需物資の小売関係等以外の店舗、
生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超）、文教施設
【４月23日～５月20日（５月14日以降、一部遊興施設（接待・接触を伴う
営業に使用する施設）を除いて、感染対策を徹底するためのガイドライン
を作成し遵守している施設については営業再開可能。）】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店等）
※朝５時から夜８時までの間の
営業、酒類の提供は夜７時まで
とすることを要請（宅配・テイ
クアウトサービスは除く）【４
月23日～５月13日】
朝５時から夜10時までの間の営
業、酒類の提供は夜９時までと
することを要請（宅配・テイク
アウトサービスは除く）【５月
14日～５月20日】

【感染症防止対策緊急支援事業（飲食店）】
特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」で、売上が減少している事
業者を対象に、緊急支援金10万円を支給。
※受付期間は、令和２年４月３０日（木）から同年６月１５日（月）まで

【感染症拡大防止協力金】
特措法による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、協力要請・依頼をした翌
日、４月24日から５月６日の全期間休業に応じた事業者を対象に協力金20万円を支給
※受付期間は令和２年５月11日（月）から同年６月30日（火）まで

【感染症防止対策支援事業】
感染の影響や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業
者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、売上が減
少している事業者を対象に、支援金10万円を支給
また 、 国等から支援を受けられない認可外保育園事業者を対象として、支援金10万円
を支給
※令和２年５月15日より受付開始（認可外保育施設については、令和２年５月１日（金）
から同年６月30日（火）まで）

（新型コロナウイ
ルス感染症対策に
係る県独自の実施
方針策定について
）
https://www.pref.
okinawa.lg.jp/200
515.html

（沖縄県による経
済支援策）
https://www.pref.
okinawa.lg.jp///s
ite/shoko/seisaku
/kikaku/covid-
19/keizaisiensaku
.html

沖縄県

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（11／11）
注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。
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【お問い合わせ先】
農林水産省大臣官房災害総合対策室
新型コロナウイルスに関する農林水産省対策本部事務局
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL：03-6744-1856（直通）
FAX：03-6744-7158

←  支援策全般の
アクセスはこちら！

【各地方農政局の連絡先】

北海道農政事務所
担当：企画調整室
連絡先（直通）：011-330-8801

東北農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：022-263-0564

関東農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：048-740-0311

増設 ：048-740-0016

中国四国農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：086-224-9400

九州農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：096-300-6010

増設 ：096-300-6006

北陸農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：076-232-4217

東海農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：052-223-4609

近畿農政局
担当：企画調整室
連絡先（直通）：075-414-9036

増設 ：075-414-9037

【MAFFアプリをご存じですか？】
MAFFアプリは、農業に携わる皆さまに役立つ情報を農

林水産省から直接お届けするスマホ用アプリです。
支援策の情報はもちろん、プロフィールとして設定いた

だいたお住まいの地域や作目、関心事項等に応じて、役立
つ情報をお届けします。
どなたでも無料※でご利用いただけます。

（URL：https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html）

※通信に要する費用（データ通信料等）は、利用者の負担となります。

←  MAFF
アプリの
詳細情報
はこちら

（URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html）

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
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